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一
一
九
世
紀
中
葉
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
の
構
築

西

山

喬

貴

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
一
八
四
二
年
に
ア
ヘ
ン
戦
争
の
講
和
条
約
と
し
て
南
京
条
約
が
締
結
さ
れ
て
以
降
、
中
国
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
構
築
し
た
外

交
・
通
商
に
関
す
る
法
欄
度
と
、
そ
れ
を
軸
に
展
開
し
た
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
当
該
時
期
の
英
中
政
治

関
係
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
に
お
い
て
は
「
非
公
式
帝
国
」
の
一
事
例
と
し
て
、
そ
し
て
中
国
近
代
史
に
お
い
て
は
「
西
洋
の
衝
撃
扁
と
し
て
扱
わ
れ
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
解
釈
に
は
共
通
す
る
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
外
交
・
通
商
上
の
関
係
を
分
析
す
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
帝
國
が
対
中
通
商

を
保
護
・
促
進
す
る
た
め
に
設
饗
し
た
法
制
度
の
存
在
を
等
閑
視
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
法
制
度
を
軸
と
し
た
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
よ

る
外
交
・
通
商
へ
の
体
系
的
な
関
与
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
権
力
行
使
の
在
り
方
を
問
い
直
し
、
さ
ら
に

は
、
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
礎
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
が
有
し
た
重
要
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
五
巻
二
号
　
二
〇
…
二
年
三
月

序

本
稿
は
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
に
お
い
て
「
非
公
式
帝
国
」
の
一
事
例
と
さ
れ
て
き
た
一
九
世
紀
半
ば
、
と
く
に
、
一
八
四
二
年
半
ら

一
八
六
〇
年
に
至
る
蒔
期
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
清
朝
中
国
の
国
際
関
係
を
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
主
た
る
関
心
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
国
際
関
係
、
就
中
そ
の
国
際
政
治
面
の
考
察
に
あ
る
。
但
し
、
本
稿
で
は
我
が
国
の
中
国
近
代
史
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に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」
論
の
問
題
提
起
や
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
も
踏
ま
え
た
上
で
、
分
析
が
行
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
次
の
二
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
清
朝
中
国
と
の
条
約
関
係
を
内
政
上
の
通
商
制
度
と
連
動
さ
せ
、
対

中
通
商
の
保
護
・
促
進
を
目
的
と
し
て
体
系
的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
提
供
し
た
政
治
シ

ス
テ
ム
が
、
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
基
礎
と
な
っ
て
い
っ
た
点
が
示
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
使
用
す
る
用
語
に
つ
い
て
断
わ
っ
て
お
く
。
本
稿
で
は
、
南
京
条
約
、
五
港
通
商
章
程
、
虎
門
暴
追
加
条
約
の
三
つ
の
条
約
・
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

定
を
ま
と
め
て
「
広
義
の
南
京
条
約
」
と
呼
称
す
る
。
ま
た
、
「
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
広
義
の
南
京
条
約
を
基
に
構

築
し
た
、
対
申
通
商
関
係
を
統
制
す
る
た
め
の
国
際
的
か
つ
国
内
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
は
本
稿
で
詳
論
す
る
が
、
広
義
の
南
京
条
約
を
法
的
根
拠
と
す
る
議
会
制
定
法
を
核
と
し
て
、
帝
国
法
制
を
外
部
展
開
す
る
形
で
構
築
さ

れ
た
対
中
通
商
制
度
を
含
む
法
制
構
造
を
も
ち
、
そ
の
法
制
構
造
が
運
用
さ
れ
る
中
で
有
機
的
に
変
化
す
る
機
能
を
備
え
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

と
定
義
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
本
稿
で
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
法
制
度
を
分
析
の
中
心
と
す
る
理
由
に
つ

い
て
も
補
足
し
て
お
こ
う
。

　
詳
し
く
は
第
二
章
で
論
及
す
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
、
通
商
の
保
護
・
促
進
・
統
制
を
目
的
と
し
て
政
治
権
力
を
行
使
す
べ
く
、
対
中
通

商
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
と
っ
て
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
と
は
、
通
商
を
中
心
と
す
る
経
済
活
動
に
対
し
て
政
治

権
力
を
行
使
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
を
考
察
す
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の

政
治
権
力
行
使
を
、
そ
の
権
力
行
使
の
根
幹
と
な
っ
た
帝
国
法
制
の
外
部
展
開
や
対
中
通
商
制
度
の
構
築
を
対
象
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
妥

当
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
通
商
シ
ス
テ
ム
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
意
向
の
み
で
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
欧
米
列
強
や
清
朝
中
国
の
動

向
、
現
地
の
社
会
的
・
経
済
的
状
況
等
を
反
映
し
て
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
意
味
で
シ
ス
テ
ム
の
接
し
た
環
境
を
視
野
に
収
め
る
必
要
は
あ
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り
、
か
つ
、
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
基
礎
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
が
、
ど
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
展
開
を
規
定
し

て
い
っ
た
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。

　
だ
が
、
本
稿
の
目
的
は
、
条
約
関
係
を
基
本
と
し
た
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
基
礎
た
る
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
自
体
の
内
部
構
造
と

機
能
を
、
そ
の
後
の
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
展
開
に
お
い
て
極
め
て
重
要
に
な
っ
た
、
一
九
世
紀
中
葉
の
創
成
期
に
着
眼
し
て
解
明
す
る
こ
と

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
の
考
察
は
経
済
活
動
全
般
と
シ
ス
テ
ム
の
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
シ
ス
テ
ム
自
体
の
成
立
過
程
と
性
質
に
中
心

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
謂
う
通
商
シ
ス
テ
ム
が
政
治
的
側
面
に
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
通
商
を
中
心
と
す

る
経
済
関
係
と
帝
国
の
政
治
権
力
の
相
互
作
用
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
手
続
き
を
お
こ
な
っ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
①
後
二
者
の
条
約
は
虎
門
纂
追
加
条
約
の
序
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
南
京
条
約
　
　
に
つ
い
て
、
南
京
条
約
は
↓
冨
呂
契
笹
ヨ
Φ
O
諺
8
ヨ
ω
．
n
、
恥
ミ
§
℃

　
　
と
一
体
化
す
る
形
式
で
効
力
が
保
証
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
清
朝
の
条
約
に
関
し
　
　
　
　
　
G
§
§
ミ
ミ
麟
§
．
、
守
軸
§
鳴
§
O
ミ
酋
§
栽
き
越
蒔
、
軸
⑦
ミ
聾
b
護
ユ
①
号
．
．
〈
o
轟

　
　
て
は
、
入
口
に
糟
掬
し
た
表
現
で
あ
る
「
南
京
条
約
」
、
「
五
爵
通
商
章
程
」
、
「
虎
　
　
　
　
　
（
b
Q
＜
o
δ
）
篇
Φ
一
N
薯
．
繊
一
よ
、
五
二
通
商
章
程
は
奪
ミ
も
や
ω
○
。
。
。
亡
、
虎
門
塞
追
加

　
　
門
黎
追
加
条
約
」
を
使
用
す
る
。
な
お
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
　
　
　
　
　
条
約
は
き
ミ
も
P
ω
Φ
O
め
を
参
照
。

　
　
は
、
本
文
中
に
条
約
名
と
条
文
の
番
号
を
記
し
、
特
に
註
は
付
さ
な
い
。
各
条
約
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第
一
章
　
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

　
こ
れ
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
申
国
は
、
今
か
ら
約
六
〇
年
前
に
ギ
ャ
ラ
ハ
ー
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
9

Ω
蹴
㌶
α
q
財
興
醤
α
即
力
。
げ
ぼ
ω
8
が
提
唱
し
た
「
自
由
貿
易
帝
国
主
義
」
論
の
分
析
概
念
で
あ
り
、
経
済
的
優
位
性
を
背
景
と
し
つ
つ
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

影
響
力
を
行
使
し
た
地
域
を
あ
ら
わ
す
「
非
公
式
帝
国
」
概
念
を
利
用
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
枠
組
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
半
ば
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

申
国
は
「
政
治
的
に
は
成
功
し
た
が
、
経
済
的
に
は
失
敗
し
た
」
例
外
的
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ギ
ャ
ラ
ハ
ー
・
ロ
ビ

ン
ソ
ン
に
と
っ
て
「
非
公
式
帝
国
」
は
、
経
済
統
合
の
過
程
で
起
こ
る
政
治
的
機
能
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
経
済
的
浸
透
に
失
敗
し
た
「
非
公

式
帝
国
」
は
自
家
撞
着
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
経
済
的
影
響
力
の
欠
如
し
た
一
九
世
紀
半
ば
の
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
「
非
公
式
帝
国
」
は



帝国法制の外部展開（西山）

ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
自
由
貿
易
帝
国
主
義
」
論
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
優
勢
な
工
業
力
に
支
え
ら
れ
た
経
済
統
合
の
過
程
が
主
た
る
分
析
対
象
で
あ
っ
て
、

政
治
的
側
面
は
「
帝
国
主
義
」
と
し
て
整
理
さ
れ
た
。
「
帝
国
主
義
」
は
、
「
拡
大
す
る
経
済
に
新
た
な
地
域
を
統
合
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
政
治
的

機
能
」
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
、
主
に
政
策
決
定
に
注
目
し
て
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
要
因
は
経
済
的
拡
大
に
付
随
し
た
副
次
的
な
現

象
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
公
式
帝
国
が
構
築
さ
れ
る
か
、
非
公
式
帝
国
が
構
築
さ
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
権
力
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
重
要
な
問
題
は
、
「
程
度
の
差
」
と
し
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
「
自
由
貿
易
帝
国
主
義
」
論
で
は
、
あ
く
ま
で
も
経
済
的
拡
大
に

対
応
し
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
策
に
焦
点
が
あ
た
り
、
社
会
や
経
済
に
直
接
関
係
し
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
法
制
度
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
「
自
由
貿
易
帝
国
主
義
」
論
の
限
界
は
、
そ
の
後
の
理
論
的
発
展
の
中
で
も
残
存
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
自
由
貿
易
帝
国
主
義
」
論
を
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
政
策
と
現
地
エ
リ
ー
ト
の
反
応
、
そ
の
間
の
相
互
作
用
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
発
展

さ
せ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
「
周
辺
理
論
」
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
関
係
は
、
現
地
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
影
響
力
の
変
化
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
帝
国
主
義
的
拡
大
の
要
因
と
し
て
、
本
国
の
政
策
や
現
地
の
反
応
と
い
っ
た
双
方
の
認
識
が
重

視
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
、
か
つ
前
提
と
な
っ
た
法
制
度
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
近
年
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政

治
的
側
面
を
政
策
決
定
に
注
目
し
て
分
析
し
て
い
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
9
U
母
書
5
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
ブ
リ
ッ
ジ
ヘ
ッ
ド
試
論
Φ
Q
Φ
げ
＄
鳥
」

概
念
で
は
、
公
式
帝
国
と
非
公
式
帝
国
の
体
系
的
分
析
の
た
め
に
、
現
地
要
因
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
総
督
や
入
植
者
等
に
重
心
が
移
さ

　
　
　
⑤

れ
て
い
る
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
私
的
利
害
」
の
経
済
的
拡
大
を
前
提
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
策
形
成
過
程
を
動
態
的
に
解
釈
せ
ん
と

す
る
こ
の
枠
組
に
も
、
「
周
辺
理
論
」
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
を
経
て
締
結
さ
れ
た
広
義
の
南
京
条
約
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
香
港
植
民
地
を
保
有
し
、
五
港

に
お
け
る
通
商
の
権
利
を
保
持
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
通
商
制
度
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
帝
国
主
義
的
経
済
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
政
策
分
析
で
は
な
く
、
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
「
自
由
貿
易
」
の
確
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立
を
目
指
し
て
整
備
し
た
法
制
度
、
そ
れ
を
中
心
に
展
開
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
現
地
政
治
・
社
会
・
経
済
に
対
す
る
政
治
的
介
入
と
経
済
活
動
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
同
様
の
国
際
関
係
を
清
朝
中
国
の
側
か
ら
見
て
い
る
中
国
近
代
政
治
外
交
史
硬
究
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
進
出
は
ど
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
そ
の
中
で
も
重
要
な
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
旨
円
閃
毘
暑
碧
屏
の
議
論
を
参
照
し
、
さ
ら
に
フ
ェ
ア

バ
ン
ク
以
降
に
提
示
さ
れ
た
「
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」
論
や
そ
の
後
の
研
究
成
果
も
確
認
し
て
お
く
。

　
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
は
南
京
条
約
締
結
以
前
と
以
後
の
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
、
「
朝
貢
体
制
」
と
「
条
約
体
制
」
と
し
て
定
式
化
し
た
。
そ
の
含
意

す
る
所
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
対
外
関
係
の
在
り
方
で
あ
る
朝
貢
・
冊
封
体
制
が
南
京
条
約
以
降
、
条
約
を
中
心
と
し
た
関
係
に
移
行
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
現
地
役
人
と
清
朝
役
人
の
関
係
を
中
心
に
、
条
約
締
結
以
降
、
条
約
を
軸
と
し
て
双
方
が
対
峙

す
る
中
で
関
係
再
編
が
行
わ
れ
る
と
い
う
構
図
は
、
「
周
辺
理
論
」
の
枠
組
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。

　
本
稿
の
関
心
か
ら
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
を
批
判
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
を
代
表
と
す
る
欧
米
列
強
の
外
圧
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
、
両
者

の
関
係
に
着
目
す
る
と
い
う
枠
組
自
体
に
問
題
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
外
交
関
係
と
連
動
す
る
形
で
構
築
し
た
法
制

度
を
分
析
対
象
と
す
る
。
欧
米
諸
国
と
中
国
の
関
係
を
分
析
し
た
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
研
究
で
は
こ
の
点
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
近
年
の
中
国
近
代
政
治
外
交
史
研
究
に
お
い
て
は
、
手
下
武
志
に
よ
っ
て
「
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」
論
が
提
唱
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
中

国
独
自
の
伝
統
的
対
外
関
係
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
よ
う
な
欧
米
諸
国
の
進
出
を
以
て
中
国
の
近
代
的
国
際
関
係
が
構
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

さ
れ
る
と
の
視
点
は
「
西
洋
の
衝
撃
」
論
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
り
、
特
に
南
京
条
約
の
画
期
性
は
相
対
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
「
朝
貢
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ス
テ
ム
」
論
自
体
に
は
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
、
欧
米
諸
国
と
中
国
の
相
互
連
関
を
対
象
と
し
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
「
朝
貢

シ
ス
テ
ム
」
論
以
降
、
そ
の
衝
撃
の
質
に
関
す
る
解
釈
は
変
化
し
た
も
の
の
、
欧
米
諸
国
の
進
出
を
中
国
に
と
っ
て
の
外
部
要
因
と
し
て
扱
う

点
で
、
「
西
洋
の
衝
撃
」
の
枠
組
は
残
存
し
た
。

　
し
か
し
、
中
国
独
自
の
秩
序
の
存
在
が
主
張
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
欧
米
諸
国
と
中
国
の
相
互
連
関
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
欧
米
側
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の
構
築
し
よ
う
と
し
た
近
代
的
国
際
関
係
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
西
洋
の
衝
撃
」
自
体
の
再
考
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

　
以
上
の
論
点
を
整
理
す
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
国
際
関
係
の
考
察
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国

の
影
響
力
が
発
揮
さ
れ
た
経
路
と
し
て
の
外
交
関
係
が
分
析
の
中
心
と
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
法
制
度
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
点
が
問
題
で

あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
外
交
関
係
は
法
制
度
と
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
者
を
基
に
構
築
さ
れ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
近
代
政
治
外
交
史
に
お
い
て
は
、
中
国
の
対
外
関
係
に
お
け
る
「
西
洋
の
衝
撃
」
が
相
対
化
さ

れ
こ
そ
す
れ
、
「
西
洋
の
衝
撃
」
と
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
シ
ス
テ
ム
自
体
が
再
考
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
条
約
を
中
心
と
し
た
外
交

関
係
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
法
制
度
が
連
動
し
た
シ
ス
テ
ム
が
東
ア
ジ
ア
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
的
国
際
関
係
の
形
成

も
、
外
交
関
係
の
変
化
の
み
で
は
な
く
、
条
約
を
基
礎
と
し
た
複
合
的
な
シ
ス
テ
ム
の
展
開
と
し
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
「
非
公
式
帝
国
」
、
或
い
は
「
西
洋
の
衝
撃
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
中
国
で
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
よ
る
政
治
権
力
行
使
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
南
京
条
約
締
結
以
降
に
構
築
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
を
考
察
対
象
と
す
る
。
第
二
章
で
は
条
約
と
連
動

し
た
イ
ギ
リ
ス
本
国
議
会
で
の
立
法
措
置
が
考
察
さ
れ
る
。
第
三
章
で
は
議
会
制
定
法
を
核
と
し
て
中
国
現
地
で
展
開
さ
れ
た
貸
出
制
度
を
明

ら
か
に
す
る
。
第
四
章
で
は
法
制
度
の
運
用
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
史
料
と
し
て
は
、
主
に
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
定
法
を
始
め
と
す
る
各
種
法
制
文
書
、
そ
し
て
法
制
度
運
用
に
あ
た
っ

て
作
成
さ
れ
た
行
政
文
書
や
法
務
官
報
告
が
利
用
さ
れ
る
。

①
い
Ω
毘
超
冨
同
磐
山
多
力
。
σ
ぎ
ω
8
¶
、
6
冨
欝
g
冨
訴
日
。
二
藍
①
①
↓
H
巴
Φ
．
．

　
§
恥
肉
§
§
ミ
q
き
冨
。
遷
肉
ミ
暁
帖
§
卜
。
ロ
砧
器
罫
く
9
ρ
琴
一
（
冨
α
G
Q
）
も
P
一
山
9

　
ま
た
、
門
自
由
貿
易
帝
国
童
義
」
論
の
評
価
や
議
論
に
つ
い
て
は
、
平
田
雅
博

　
覗
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
世
界
シ
ス
テ
ム
㎞
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
を
参
照
。

②
旨
O
豊
お
冨
同
碧
O
即
力
。
σ
ぎ
ω
。
戸
、
ぎ
℃
Φ
村
霞
ω
ヨ
．
も
℃
」
O
山
H
．

③
H
筥
α
．
も
や
甲
刈
．

④
多
力
。
げ
ぎ
ω
o
拝
．
署
難
山
霞
8
Φ
窪
閃
2
鼠
碧
一
〇
霧
o
h
閣
轟
8
①
塁

　
H
ヨ
9
ユ
臼
。
一
一
。
。
屋
ω
転
け
魯
8
「
四
日
冨
。
蔓
。
鴎
O
o
蕾
9
嵩
寓
。
コ
．
魍
ぎ
菊
．
○
≦
撃
即
甲

　
ω
三
∩
寓
欝
（
Φ
費
）
．
9
ミ
凡
鴨
物
帖
｝
こ
ぎ
↓
ぎ
。
墜
駄
冒
N
鷺
識
篇
駐
ミ
．
8
巳
8
暫
6
刈
N

　
薯
」
ぐ
ム
N
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⑤
旨
O
践
註
戸
．
ぎ
℃
巴
』
ω
B
讐
Q
窪
①
≦
。
8
N
一
門
ω
”
8
冨
U
謬
言
訴
。
囲

　
↓
興
降
。
ユ
鉱
閃
図
O
磐
臨
8
．
噛
寧
蒔
詳
｝
§
ミ
篭
ミ
N
謁
鴨
ミ
侮
§
＜
o
＝
巴
’
ぎ
．
愈
『

　
（
一
㊤
O
刈
）
．
b
P
O
鼠
ム
b
。
■

⑥
　
イ
ギ
リ
ス
帝
国
法
制
に
関
す
る
法
制
史
研
究
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
中
国
と

　
の
関
係
に
つ
い
て
は
領
事
裁
判
権
と
の
関
係
で
言
及
さ
れ
る
程
度
で
、
法
制
度
を

　
中
心
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
権
力
行
使
を
分
析
し
た
も
の
は
無
い
。
さ
し

　
あ
た
り
、
領
事
裁
判
権
に
関
連
し
て
、
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
司
法
制

　
度
の
存
在
と
駐
中
イ
ギ
リ
ス
公
使
の
立
法
権
保
有
を
法
文
上
確
認
し
た
も
の
と
し

　
て
、
鵠
’
冷
郎
ξ
旨
。
。
9
9
Ω
H
8
巽
ぴ
b
さ
ミ
帖
罫
沁
黛
龍
ミ
軸
職
旨
ミ
蹄
ミ
貸
職
§
ぴ
塁
。
鳩
ミ

　
き
鳴
⑦
鴨
舞
○
臥
。
「
ρ
一
㊤
O
b
っ
を
参
照
。
た
だ
し
、
そ
の
論
点
は
司
法
権
に
限
定
さ
れ

　
て
お
り
、
立
法
権
へ
の
言
及
は
付
随
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
行
政
・

　
立
法
・
司
法
の
関
係
に
つ
い
て
も
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国

　
の
中
国
に
お
け
る
司
法
権
行
使
に
関
し
て
、
中
国
で
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
司
法
制

　
度
展
開
と
中
国
の
適
応
に
着
目
し
つ
つ
、
概
説
的
に
関
連
法
規
に
論
及
し
た
も
の

　
と
し
て
野
面
巳
缶
．
O
耽
Φ
戸
、
↓
ロ
Φ
日
蔭
p
。
蔓
ω
誘
器
量
目
血
国
舞
o
b
Φ
壁
ぴ
Φ
≦
ぎ

　
〇
三
⇔
鐙
》
ω
ε
熊
く
。
隔
夢
①
国
器
同
。
『
①
o
h
じ
d
簿
δ
ず
冒
ユ
ω
a
o
け
δ
ロ
陶
ロ
ド
再
①

　
H
ヨ
O
興
言
O
臨
轟
．
噂
ぢ
を
■
回
竃
。
ヨ
ヨ
。
。
窪
聾
島
旨
〉
．
9
竃
o
o
郭
（
巴
ω
’
）
噂

　
肉
ミ
愚
帖
§
響
§
鴇
§
ミ
馬
織
卜
騎
ミ
§
鴨
肉
ミ
。
§
尉
、
駄
肉
腫
ミ
息
鴨
§
§
ミ

　
き
ミ
鷺
鳩
§
陥
凹
黛
ミ
§
N
漣
隷
1
§
織
貼
ミ
ヤ
G
§
ミ
織
詰
賊
偽
鳥
§
ミ
》
鴇
郵
○
き
a
、

　
一
㊤
O
b
o
。
ロ
O
．
o
◎
ω
山
O
O
が
あ
る
。

⑦
9
閑
．
霊
喜
き
言
ぎ
§
§
蹴
b
愚
、
。
ミ
ミ
曼
ミ
導
恥
O
ミ
慧
O
。
題
鋒
導
鴨

　
曾
§
凡
鑓
ミ
き
恥
ぎ
鳥
電
、
ミ
冴
N
漣
や
N
養
b
＜
2
。
。
こ
O
弩
驚
口
笛
ρ
竃
四
。
。
ω
こ

　
｝
8
砂

⑧
濱
下
武
志
欄
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
近
代
ア
ジ
ア
㎞
、
岩
波
轡
店
、
一
九
九
七
年
。

⑨
例
え
ば
、
海
関
を
中
心
に
西
洋
諸
国
と
中
国
の
相
互
連
関
を
分
析
の
中
心
と
し

　
た
徴
税
制
度
の
研
究
と
し
て
、
岡
本
隆
司
噸
近
代
中
国
と
海
関
隔
、
名
古
屡
大
学

　
出
版
会
、
一
九
九
九
年
冬
参
照
。
ま
た
、
陵
門
を
中
心
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
清
朝

　
の
関
係
、
現
地
社
会
・
経
済
の
動
態
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
村
上
衛
の
一
連
の

　
研
究
が
あ
る
。
村
上
衛
門
五
港
開
港
期
樋
門
に
お
け
る
帰
国
華
僑
」
、
『
東
ア
ジ
ア

　
近
代
史
㎞
、
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
二
一
三
〇
頁
、
同
「
漂
流
す
る
「
夷
狭
」

　
一
一
九
世
紀
後
半
，
華
南
に
お
け
る
海
難
対
策
の
変
容
」
、
噸
エ
コ
ノ
ミ
ア
函
、

　
五
七
巻
、
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
五
一
…
七
〇
頁
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、

　
時
代
は
下
る
が
、
ア
ロ
ー
戦
争
以
降
の
条
約
に
基
づ
く
「
不
平
等
条
約
」
体
制
を

　
利
用
す
る
中
国
商
人
に
よ
っ
て
、
中
国
の
伝
統
的
商
業
秩
序
が
解
体
し
て
い
く
過

　
程
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
本
野
英
一
『
伝
統
中
国
商
業
秩
序
の
崩
壊
一
不
平

　
等
条
約
体
制
と
門
英
語
を
話
す
中
国
人
」
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年

　
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
国
出
先
機
関
の
重
要
牲
を
強
調
し
つ
つ
、

　
多
様
な
外
交
関
係
者
の
認
識
と
行
動
を
政
策
決
定
過
程
に
着
目
し
て
分
析
し
た
研

　
究
と
し
て
、
平
田
康
治
「
イ
ギ
リ
ス
対
華
政
策
と
申
国
政
治
の
相
互
作
用
f
改

　
革
借
款
・
駐
華
出
先
機
関
・
協
力
政
策
、
一
九
一
　
1
　
四
」
、
咽
国
家
学
会
雑

　
誌
』
、
百
二
十
三
巻
、
一
・
二
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
五
九
－
二
二
三
頁
が
あ
る
。
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第
二
章
　
広
義
の
南
京
条
約
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
法
制
の
外
部
展
開

第
一
節
　
ア
ヘ
ン
戦
争
前
に
お
け
る
対
中
通
商
制
度
の
課
題
と
広
義
の
南
京
条
約

帝国法制の外部展開（西山）

　
一
八
三
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
対
申
貿
易
独
占
が
廃
止
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
申
貿
易
は
「
自
由
貿
易
」
と
な
っ
た
。
こ
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

況
の
変
化
に
対
応
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
一
八
三
三
年
差
中
国
・
イ
ン
ド
貿
易
管
理
法
（
以
下
、
一
八
三
一
二
年
法
と
略
記
）
を
制
定
し
た
。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
の
対
中
貿
易
を
監
督
す
る
役
人
と
し
て
貿
易
監
督
官
を
派
遣
し
、
申
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ

ス
入
の
秩
序
維
持
と
貿
易
の
保
護
・
促
進
に
あ
た
ら
せ
た
。

　
し
か
し
、
貿
易
監
督
官
制
度
は
そ
の
設
置
当
初
か
ら
清
朝
側
と
の
衝
突
を
惹
起
し
、
制
度
の
確
立
と
通
商
の
安
定
を
目
指
し
た
模
索
の
中
で
、

林
則
徐
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
人
所
有
ア
ヘ
ン
の
没
収
と
、
そ
れ
に
続
い
て
勃
発
し
た
ア
ヘ
ン
戦
争
に
直
面
す
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
貿
易

監
督
官
制
度
が
設
遣
さ
れ
る
段
階
か
ら
既
に
、
い
く
つ
か
の
制
度
的
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
運
用
段
階
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

果
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
至
る
過
程
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
ま
ず
、
広
義
の
南
京
条
約
以
降
の
通
商
制
度
構
築
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
た
、
ア
ヘ
ン
戦
争
前
か
ら
存
在
し
た
対
中
通
商
制
度
の

問
題
点
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
、
然
る
後
に
条
約
締
結
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
が
確
立
を
目
指
し
た
対
中
通
商
制
度
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

　
こ
こ
に
、
貿
易
監
督
官
制
度
の
課
題
を
運
用
開
始
前
に
明
示
し
た
も
の
と
し
て
、
当
時
「
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
王
」
と
呼
ば
れ
、
植
民
地
法
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
④

分
野
で
多
大
な
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
植
民
地
省
事
務
次
官
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
冒
ヨ
①
ω
Q
。
8
9
窪
の
覚
書
が
あ
る
。
こ
の
文
書

に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
の
制
度
的
問
題
点
を
約
言
す
る
。

　
こ
の
覚
書
の
中
で
は
主
に
三
つ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
行
動
を
統
制
す
る
た
め
の
通
商
規
則
、
貿
易
監
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

官
と
そ
の
下
僚
の
派
遣
、
清
朝
領
内
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
入
に
対
す
る
管
轄
権
行
使
、
以
上
の
三
点
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
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第
一
に
、
中
国
に
お
け
る
通
商
規
則
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
事
例
に
対
し
て
法
的
根
拠
を
事
前
に
提
示
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と

し
、
本
国
の
修
正
権
は
確
保
し
た
上
で
の
現
地
代
表
者
に
よ
る
通
商
規
則
の
起
草
・
制
定
が
有
効
な
手
段
と
し
て
提
案
さ
れ
た
。

　
第
二
に
、
貿
易
監
督
官
の
派
遣
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
問
題
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
国
の
国
際
法
」
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
清
朝
が
イ
ギ
リ
ス

の
派
遣
す
る
領
事
官
を
排
除
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
清
朝
が
政
府
間
の
対
等
通
信
を
否
定
し
て
い
る
中
で
、
貿
易
監
督

官
を
設
置
す
る
国
際
法
上
の
根
拠
の
欠
如
が
問
題
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
手
続
上
の
不
備
に
よ
っ
て
、
法
律
の
執
行
が
滞
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
て
い
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
細
部
に
拘
ら
ず
、
な
る
べ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
近
付
け
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

施
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
実
際
に
貿
易
監
督
官
制
度
が
運
用
さ
れ
る
申
で
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
前
に
貿
易
監
督
官
の
役
職
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

四
人
が
就
任
し
た
が
、
ど
の
問
題
も
根
本
的
な
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
貿
易
監
督
官
制
度
が
設
置
当
初
か
ら
抱
え
て
い
た
、
中
国
現
地
で

の
立
法
に
よ
る
制
度
形
成
、
貿
易
監
督
官
制
度
の
外
交
的
基
礎
の
確
立
、
そ
し
て
、
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
管
轄
権
行
使
の
円
滑
化
、
以

上
三
つ
の
通
商
制
度
構
築
に
関
す
る
問
題
の
根
本
的
解
決
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
と
そ
の
後
の
条
約
締
結
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
講
和
条
約
と
し
て
結
ば
れ
た
南
京
条
約
に
よ
り
、
解
決
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。
南
京
条
約
第
二
条
で

は
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
広
州
、
墓
門
、
福
州
、
寧
波
、
上
海
の
五
港
（
以
下
、
こ
れ
ら
の
港
を
総
称
す
る
際
に
は
、
五
港
と
表
記
す
る
）
へ
の
駐
在
権

が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
同
条
近
接
一
一
条
で
英
梅
双
方
の
役
人
間
に
お
け
る
対
等
通
信
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
領
事
の
駐
在
権
に
関
す
る

国
際
法
上
の
問
題
は
解
決
し
た
。
ま
た
、
管
轄
権
の
問
題
も
、
五
器
通
商
章
程
第
一
三
条
で
の
イ
ギ
リ
ス
人
へ
の
排
他
的
管
轄
権
規
定
と
虎
門

・
棊
追
加
条
約
第
九
条
の
犯
罪
者
引
き
渡
し
規
定
に
よ
っ
て
、
法
的
根
拠
と
し
て
は
解
決
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
広
義
の
南

京
条
約
全
体
で
は
、
五
港
通
商
章
程
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
通
商
規
則
が
設
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
広
義
の
南
京
条
約
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス

帝
国
が
対
中
通
商
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
外
交
上
の
根
拠
が
形
成
さ
れ
た
と
惟
え
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
条
約
中
の
規
定
が
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
し
、
行
使
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
条
約
は
外
交
上
の
合
意
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
法
制
度
で
は
な
か
っ
た
。
法
制
度
構
築
に
関
す
る
第
一
の
課
題
と

さ
れ
た
中
国
現
地
で
の
状
況
に
応
じ
た
規
則
策
定
や
、
第
三
の
課
題
で
あ
っ
た
管
轄
権
を
円
滑
に
行
使
す
る
枠
組
は
未
確
定
で
あ
り
、
法
制
度

の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
統
制
は
条
約
で
は
な
く
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
法
制
度
で
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
南
京
条
約
締
結
を
う
け
て
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
制
定
さ
れ
た
一
八
四
三
年
対
中
交
流
法
O
ぼ
轟
H
簿
角
o
o
霞
ω
Φ
＞
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（
以
下
、
「
対
中
交
流
法
」
と
表
記
）
、
そ
し
て
同
年
に
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
領
内
の
イ
ギ
リ
ス
人
統
制
と
関
連
し
て
制
定
さ
れ
た
一
八
四
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

領
外
管
轄
権
法
閃
自
蝕
讐
｝
舞
δ
臼
a
o
p
＞
。
け
（
以
下
、
「
領
外
管
轄
権
法
」
と
表
記
）
の
二
つ
の
議
会
制
定
法
を
考
察
す
る
。
結
論
を
先
取
り
す

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
鋼
定
法
は
、
連
動
す
る
形
で
イ
ギ
リ
ス
帝
国
法
制
の
外
部
展
開
を
可
能
に
し
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
外
部
展
開
し
た
帝
国
法

制
の
立
法
と
行
政
、
こ
の
二
つ
の
側
面
を
代
表
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
節
対
中
交
流
法

帝国法制の外部展開（西山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
対
申
交
流
法
は
、
南
京
条
約
締
結
を
受
け
て
、
一
八
三
三
年
法
を
修
正
す
る
目
的
で
起
草
さ
れ
、
一
八
四
三
年
八
月
二
二
日
に
成
立
し
た
。

法
文
は
全
七
条
で
構
成
さ
れ
る
。

　
こ
の
時
の
イ
ギ
リ
ス
本
国
政
府
の
意
図
を
示
す
も
の
と
し
て
、
法
案
起
草
に
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
一
八
四
三
年
八
月
～
日
付
の
覚
書
が
存

　
　
⑫

在
す
る
。
最
初
に
こ
の
覚
書
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
対
中
交
流
法
の
制
定
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ま
ず
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
三
三
年
法
に
関
す
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
覚
書
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
通
商
規
則
策
定
に
つ
い
て

の
問
題
点
で
あ
る
。
規
則
策
定
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
議
会
が
中
国
と
い
う
遠
隔
地
の
状
況
の
変
化
に
即
座
に
反
応
す
る
の
は
難
し
く
、

危
険
な
事
態
が
発
生
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
貿
易
監
督
官
が
自
身
の
権
限
と
責
任
に
よ
っ
て
規
則
を
策
定
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
法
律
上
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
し
て
強
制
力
を
持
た
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
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通
商
規
則
策
定
に
関
す
る
問
題
点
に
加
え
て
、
管
轄
権
行
使
上
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
、
貿
易
の
友
好
的
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
に
対
策
を

講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
対
策
を
講
じ
る
上
で
重
要
な
項
目
は
二
つ
指
摘
さ
れ
た
。
第
一
に
、
清
朝
官
憲
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
人
へ
の
刑
事

司
法
権
行
使
を
阻
止
し
つ
つ
も
、
清
朝
官
憲
や
中
国
人
の
希
望
を
許
容
で
き
る
限
り
で
取
り
入
れ
、
第
二
に
、
沿
岸
や
洋
上
に
い
る
イ
ギ
リ
ス

人
が
清
朝
と
の
紛
争
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
行
動
を
取
ら
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
覚
書
の
中
で
は
、
第
一
の
条
件
は
清
朝

と
の
条
約
で
獲
得
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
第
二
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
条
約
で
清
朝
が
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
管
轄
権
を
放
棄
し
た
こ
と
で
、

清
朝
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
事
態
を
防
止
す
る
た
め
の
注
意
は
イ
ギ
リ
ス
の
義
務
に
な
っ
た
と
さ
れ
た
。

　
規
則
策
定
と
管
轄
権
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
は
、
在
申
イ
ギ
リ
ス
人
の
統
制
を
如
何
に
行
う
か
と
い
う
問
題
意
識
で
通
底
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
対
外
的
に
は
、
条
約
で
獲
得
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
へ
の
排
他
的
管
轄
権
行
使
に
付
随
す
る
義
務
を
履
行
し
て
権
益
を
維
持
し
、
対
内
的
に
は
、

中
国
と
の
貿
易
を
友
好
的
基
盤
の
上
で
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
効
果
的
か
つ
法
的
根
拠
の
確
立
さ
れ
た
規
則
を
策
定
し
て
統
制
を
行
う
こ
と
が

イ
ギ
リ
ス
本
国
政
府
の
政
策
目
標
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
対
中
貿
易
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
外
交
経
路
を
介
し
て
清
朝
に
認
め

さ
せ
た
権
利
を
維
持
す
る
と
い
う
外
交
的
課
題
と
、
対
中
貿
易
に
携
わ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
行
動
を
統
制
す
る
と
い
う
内
政
的
課
題
は
分
か
ち
難

く
結
び
つ
い
て
お
り
、
両
側
面
に
対
し
て
有
効
的
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
性
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
対
中
交
流
法
制
定
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
問
題
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
法
制
化
さ
れ
た
の
か
、
以

下
で
実
際
に
主
要
な
法
文
の
分
析
を
行
っ
て
確
認
し
て
い
く
。

　
対
中
交
流
法
の
序
文
で
は
、
直
近
の
状
況
を
熟
知
し
た
イ
ギ
リ
ス
現
地
当
局
が
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
統
治
の
た
め
に
規
則
を
策
定
す
る
こ
と
、

国
王
が
香
港
島
内
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
良
き
統
治
の
た
め
、
香
港
に
立
法
評
議
会
を
設
立
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
貿
易
監
督
官
の
香
港
総
督
へ
の

任
命
が
謳
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
｝
条
に
お
い
て
、
貿
易
監
督
官
が
香
港
総
督
を
兼
任
す
る
限
り
で
、
香
港
立
法
評
議
会
の
助
言
を
受
け
つ
つ

条
例
を
制
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
制
定
さ
れ
る
条
例
を
施
行
す
る
た
め
に
、
立
法
評
議
会
の
助
言
の
も
と
で
罰
則
や

没
収
を
課
す
権
限
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
香
港
で
制
定
さ
れ
た
条
例
が
貿
易
監
督
官
兼
香
港
総
督
を
介
し
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て
清
朝
領
内
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
香
港
の
立
法
権
が
貿
易
監
督
官
を
介
し
て
在
園
イ
ギ
リ
ス
人

に
対
し
て
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
以
下
、
こ
の
よ
う
に
制
定
さ
れ
る
香
港
条
例
を
門
貿
易
監
督
官
条
例
」
と
称
す
る
）
。
こ
の
条
文
と
第
三
条
の
本
国

で
の
枢
密
院
令
発
布
の
権
限
を
政
府
に
与
え
る
規
定
に
よ
っ
て
、
中
国
現
地
で
の
立
法
権
行
使
の
た
め
の
法
的
根
拠
が
出
来
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
が
対
中
交
流
法
の
主
要
部
分
で
あ
る
。
特
に
重
要
な
の
は
、
香
港
で
制
定
さ
れ
た
条
例
が
貿
易
監
督
官
兼
香
港
総
督
を
介
し
て
、
五
港

に
滞
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
も
拡
大
適
用
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
、
領
事
が
貿
易
監
督
官
条
例
を
施
行
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
に
つ

い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
対
中
交
流
法
で
は
、
貿
易
監
督
宮
に
よ
る
商
港
に
適
用
す
る
規
則
や
罰
則
の
策
定
方
法
が
決
定
さ

れ
た
の
み
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
で
あ
る
香
港
の
外
で
領
事
が
そ
の
よ
う
な
権
限
を
行
使
し
う
る
帝
国
法
制
上
の
根
拠
は
未
だ
不
透
明
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
補
完
し
た
領
外
管
轄
権
法
を
検
討
す
る
の
が
次
節
の
課
題
と
な
る
。

第
三
節
領
外
管
轄
権
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
領
外
管
轄
権
法
は
清
朝
中
国
と
の
関
係
の
み
を
想
定
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
議
会
制
定
法
は
、
東
地
中
海
沿
岸
地
域
や
分

　
　
　
　
　
　
　
⑭

割
前
の
西
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
所
謂
「
非
公
式
帝
国
」
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
よ
る
管
轄
権
行
使
の
根
拠

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
領
外
管
轄
権
法
に
は
内
政
上
の
意
義
と
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
外
交
姿
勢
を
内
部
か
ら
規
定
す
る
と
い
う
外
交
上
の
意
義
、
こ
の
二
つ
の
側
面

が
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
ま
ず
領
外
管
轄
権
法
の
内
政
上
の
意
義
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
外
交
姿
勢
に
与
え
た
影
響
を

確
認
す
る
。

　
領
外
管
轄
権
法
の
内
政
上
の
意
義
と
は
、
他
の
帝
国
外
諸
地
域
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
領
事
や
貿
易
監
督
官
と
い
っ
た
現
地
イ
ギ
リ
ス
役

人
に
よ
る
管
轄
権
行
使
を
帝
国
法
制
上
適
法
な
も
の
と
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
立
法
措
置
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
議
会
で
の
批
判
に
対
す

る
行
政
府
の
正
当
性
確
保
の
た
め
に
重
要
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
確
認
す
る
に
は
、
ま
ず
一
八
三
八
年
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
在
中
裁
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判
所
設
置
法
案
を
巡
る
議
論
に
論
及
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
貿
易
監
督
官
湖
度
を
巡
る
問
題
の
解
決
を
企
図
し
、
一
八
三
八
年
の
法
案
で
中
国
現
地
に
刑
事
・
民
事
・
海
事
の
権
限
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

持
っ
た
裁
判
所
を
設
置
し
て
、
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
法
案
は
廃
案
に
追
い
込
ま
れ
、
ア
ヘ
ン
戦
争
前

の
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
統
制
に
関
す
る
法
制
度
整
備
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
る
。
以
下
、
対
中
通
商
制
度
確
立
に
向
け
た
議
論
の
中
で
、
議
会
の

批
判
対
象
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
膚
が
対
応
を
迫
ら
れ
た
課
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
確
認
し
て
い
く
。

　
議
論
が
行
わ
れ
た
の
は
一
八
三
八
年
七
月
二
八
日
の
庶
民
院
に
お
け
る
法
案
審
議
第
二
読
会
で
あ
り
、
ラ
ン
ベ
ス
ピ
p
ヨ
σ
①
夢
選
出
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ポ
ー
ズ
し
d
曾
団
Q
署
ω
の
発
言
か
ら
始
ま
る
。
ポ
ー
ズ
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
中
国
に
お
け
る
代
表
機
関
た
る
管
貨
人
委
員
会
の
議
長
を
務
め
た
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

タ
ン
ト
ン
Q
日
ω
β
§
8
⇒
の
見
解
と
し
て
、
「
現
在
の
法
案
で
与
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
管
轄
権
を
持
つ
裁
判
所
を
、
清
朝
政
府

が
同
意
を
与
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
設
置
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
」
と
述
べ
、
外
交
経
路
を
介
し
て
清
朝
か
ら
裁
判
所
設
置
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

意
を
得
る
こ
と
が
、
法
律
改
定
の
前
提
と
し
て
重
要
だ
と
指
摘
し
た
。

　
こ
の
ポ
ー
ズ
の
反
論
に
対
し
て
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
ま
ず
、
一
八
三
八
年
法
案
が
貿
易
監
督
官
制
度
設
置
を
認
め
た
一
△
二
三
年
法
で
国
王
に

付
与
さ
れ
て
い
た
裁
判
所
設
置
の
権
限
を
民
事
裁
判
所
に
ま
で
拡
大
し
て
、
重
罪
の
源
に
な
る
軽
微
な
犯
罪
に
も
対
応
す
る
た
め
の
法
案
で
あ

り
、
単
純
な
法
技
術
的
問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
、
法
案
の
原
則
に
つ
い
て
は
既
に
議
会
の
承
認
を
得
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
と
の
主
張
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
ポ
ー
ズ
に
よ
り
代
弁
さ
れ
た
ス
タ
ン
ト
ン
の
主
張
の
要
点
で
あ
る
清
朝
と
の
外
交
関
係
が
存
在
し
て
い
な

い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
外
交
関
係
の
欠
如
に
関
す
る
批
判
に
反
論
す
る
た
め
に
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
実
際
の
慣

行
を
論
拠
に
主
張
を
展
開
し
た
。
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
、
清
朝
の
司
法
的
介
入
に
関
し
て
、
従
来
清
朝
が
殺
人
事
件
を
除
い
て
外
国
人
に
対
す
る

中
国
法
の
行
使
を
猶
予
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
外
交
上
の
問
題
の
糊
対
的
な
重
要
性
を
低
下
さ
せ
る
。
ま
た
、
そ
の
様
な
清
朝
の
介
入
が

起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
犯
人
の
引
き
渡
し
が
「
法
的
殺
人
δ
ひ
q
轡
虫
焉
α
興
」
に
な
る
よ
う
な
事
態
を
圓
給
す
べ
く
、
東
イ
ン
ド
会
社
が
通
商

上
の
損
害
を
出
す
危
険
性
を
承
知
で
引
き
渡
し
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
ス
タ
ン
ト
ン
の
著
作
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
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⑳

の
様
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
の
イ
ギ
リ
ス
人
統
制
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。

　
こ
の
答
弁
内
容
か
ら
は
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
が
外
交
関
係
の
欠
如
と
い
う
問
題
を
認
識
し
つ
つ
も
、
現
実
問
題
と
し
て
慣
習
的
に
イ
ギ
リ
ス
人

へ
の
中
国
法
行
使
は
猶
予
さ
れ
て
お
り
、
例
外
的
な
清
朝
の
介
入
も
東
イ
ン
ド
会
社
の
独
占
が
あ
っ
た
時
期
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理

由
に
、
法
律
改
定
に
当
た
っ
て
、
外
交
関
係
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
議
会
に
お

け
る
法
律
改
定
と
外
交
問
題
を
分
離
し
て
、
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
へ
の
管
轄
権
行
使
に
よ
る
対
中
貿
易
の
安
定
化
を
、
国
内
的
措
置
と
し
て
実
現

し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
外
交
問
題
と
裁
判
所
設
置
問
題
を
別
次
元
の
問
題
と
し
て
扱
い
た
い
と
い
う

意
図
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
第
二
読
会
で
の
議
論
を
経
て
、
法
案
は
委
員
会
審
議
に
移
っ
た
。
し
か
し
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
法
案
を
撤
回
す
る
こ
と
に
な

　
⑳つ

た
。
パ
ー
マ
ス
ト
ン
が
法
案
を
撤
回
し
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
委
員
会
審
議
に
至
っ
て
な
お
強
い
議
会
の
反
発
、
特
に
清
朝

か
ら
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
法
案
反
対
派
の
主
張
に
屈
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
引
用
し
た
中
国
問
題
の
権
威
で
あ
る
ス
タ
ン
ト
ン
が
、
一
八
三
三
年
法
審
議
の
際
に
議
会
に
提
出
し
た
決
議
案
で
あ
ろ
う
。
こ
の
決
議
文
は

全
九
条
か
ら
成
る
が
、
こ
こ
で
関
連
す
る
の
は
、
特
に
第
六
条
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
は
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
独
占
廃
止
に
伴
い
、
そ

の
影
響
力
で
対
抗
し
て
い
た
清
朝
の
専
制
統
治
に
対
処
す
る
た
め
に
、
新
た
に
イ
ギ
リ
ス
の
対
中
通
商
を
保
護
す
る
た
め
の
機
関
を
二
国
家
間

の
条
約
に
よ
る
認
可
の
も
と
で
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
認
可
無
し
に
イ
ギ
リ
ス
役
人
を
派
遣
す
る
試
み
は
、
無
益
の
み
な
ら

ず
害
す
ら
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
決
議
案
が
い
う
外
交
上
の
同
意
、
条
約
締
結
の
必
要
性
は
一
八
三
八
年
法
案
審
議
の
際
に
も
ス
タ
ン
ト
ン
を
含
む
法
案
反
対
派
が
主
張

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ス
タ
ン
ト
ン
の
著
作
を
引
用
し
た
答
弁
を
行
い
、
実
際
に
清
朝
と
の
問
で
貿
易
監
督
官
制
度
の
設
置
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

巡
る
争
い
が
起
き
た
こ
と
を
知
る
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
自
身
も
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
パ
ー
マ
ス
ト

ン
が
一
八
三
八
年
法
案
反
対
派
の
主
張
に
屈
し
た
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
は
一
八
三
八
年
法
案
で
刑
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事
・
民
事
・
海
事
裁
判
所
を
設
置
し
て
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
、
実
際
の
必
要
に
応
じ
た
一
八
三
三
年
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

拡
大
修
正
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
一
八
三
三
年
法
の
管
轄
権
行
使
に
関
す
る
既
存
の
条
項
で
あ
っ
た
が
、

実
際
の
必
要
に
応
じ
て
修
正
す
る
前
提
条
件
と
し
て
、
ス
タ
ン
ト
ン
を
含
む
反
対
派
が
、
清
朝
の
同
意
を
得
る
と
い
う
外
交
上
の
手
続
き
を
挙

げ
て
強
硬
に
反
対
し
た
こ
と
は
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
の
実
際
上
の
必
要
と
い
う
主
張
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
外
交
に
よ
る
合
意
と
い
う
条
件
を

課
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
彼
自
身
の
経
験
と
も
垂
な
り
あ
っ
て
、
そ
の
論
拠
を
突
き
崩
し
、
清
朝
か
ら
同
意
を
得
ず
に
法
律
改
定
を
行

う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
痛
感
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
が
清
朝
と
条
約
を
結
ぶ
こ
と
は
、
外
交
に
よ
る
合
意
を
前
提
条
件
と
す
る
庶
民
院
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
の
対
中
通
商
制
度
構
築
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
庶
民
院
で
出
さ
れ
た
清
朝
と
の
合
意
が
必
要

で
あ
る
と
い
・
？
王
春
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
清
朝
と
の
条
約
に
基
づ
い
て
法
制
度
構
築
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
主
権
国
家
で
あ

る
清
朝
と
の
国
際
的
問
題
を
惹
起
し
か
ね
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
批
判
に
対
し
て
パ
ー
マ
ス
ト
ン
が
屈
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
と
庶
民
院
の
共
通
見
解
と
し
て
、
清
朝
は
国
際
法
上
の
主
権
国
家
で
あ
る
と
の
認
識
が
有
り
、
さ
ら
に
、
そ
の

認
識
を
前
提
と
し
て
、
南
京
条
約
締
結
前
の
段
階
で
は
法
制
度
構
築
や
法
制
度
に
基
づ
く
管
轄
権
行
使
に
対
し
て
庶
民
院
か
ら
の
批
判
を
招
く

恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
で
は
、
清
朝
は
自
ら
を
国
際
法
上
の
主
権
国
家
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
否
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
も

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ヘ
ン
戦
争
前
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
お
い
て
も
清
朝
は
華
夷
秩
序
と
い
う
理
念
を
維
持
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

条
約
に
つ
い
て
も
、
そ
の
理
念
の
枠
内
で
手
段
と
し
て
活
用
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
南
京
条
約
の
批
准
が
行
わ
れ
る
際
に
皇
帝
の
印
璽
を
押
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
際
使
用
さ
れ
た
の
は
、
朝
貢
国
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
勅
書
」
に
使
用
さ
れ
る
冊
封
関
係
を
表
す
印
璽
「
御
宝
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
、
対
等
な
主
権
国
家
間
の
関
係
で
は
な
く
、
朝
貢
・
冊
封
関
係

を
意
味
す
る
印
璽
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
も
そ
の
問
題
性
を
認
識
し
て
い
た
が
、
批
准
書
交
換
を
優
先
し
て
外
交
問
題
に
し
な
か
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⑳つ

た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
使
用
を
黙
認
し
た
と
は
い
え
、
条
約
締
結
に
あ
た
っ
て
清
朝
が
既
存
の
対
外
関
係
を
象
徴
す
る
装
置
を
転
用

し
た
と
い
う
事
実
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
な
る
と
イ
ギ
リ
ス
側
で
も
清
朝
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
主
権
国
家
で
は
な
い
と
の
認
識
が
持
た
れ
始
め
る
よ
う
に
な
る
。

早
く
も
一
八
四
三
年
三
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
全
権
公
使
ポ
ッ
テ
ィ
ン
ジ
ャ
ー
が
本
国
へ
報
告
を
す
る
際
に
、
清
朝
の
海
賊
対
策
へ
の
批
判
を
込

め
て
、
「
我
々
が
中
国
と
そ
の
臣
民
と
の
交
流
に
お
い
て
、
ほ
ん
の
少
し
も
国
際
法
と
そ
の
諸
権
利
に
配
慮
し
な
い
帝
国
と
民
族
に
接
し
て
い

る
の
だ
と
い
う
点
は
、
決
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
前
に
主
権
国
家
で
あ
る
と
想
定
し
て
い

た
清
朝
が
、
い
ざ
条
約
を
締
結
し
て
み
る
と
、
実
態
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
が
想
定
し
て
い
た
よ
う
な
主
権
国
家
で
は
無
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

皮
肉
な
こ
と
だ
っ
た
。

　
以
上
の
事
実
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
権
を
中
国
で
行
使
す
る
た
め
の
外
交
上
の
手
続
き
と
し
て
、
主
権
国
家
で
あ
る
清
朝
と
条
約
を
締
結

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
は
あ
る
と
同

時
に
、
自
ら
の
国
際
関
係
認
識
の
投
影
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
広
義
の
南
京
条
約
は
領
外
管
轄
権
法
の
序
文
に
あ
る
管
轄
権
行
使
の
前
提
と
し
て
の
「
条
約
」
と
な
り
、
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
へ
の
管
轄
権
行

使
に
帝
国
法
制
上
の
根
拠
を
付
与
し
た
。
領
外
管
轄
権
法
の
第
一
条
と
第
二
条
で
は
、
対
外
関
係
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
に
対
応
し
て

政
府
主
導
で
イ
ギ
リ
ス
領
外
に
展
開
さ
れ
た
管
轄
権
を
修
正
・
拡
大
す
る
こ
と
が
帝
国
法
制
上
容
認
さ
れ
た
。
条
約
締
結
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス

が
清
朝
に
主
権
国
家
と
し
て
の
地
位
を
付
与
し
た
と
い
う
事
実
に
は
、
外
交
関
係
上
の
意
義
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
法
制
上
の
意
義
が
あ

　
　
　
　
　
⑳

つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
本
章
の
考
察
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ア
ヘ
ン
戦
争
前
か
ら
イ
ギ
リ
ス
は
、
対
中
貿
易
を
保
護
・
促
進
す
る
た
め
、
条
約
を
前
提

と
し
た
通
商
制
度
構
築
を
目
指
し
て
い
た
。
果
し
て
、
南
京
条
約
締
結
後
、
広
義
の
南
京
条
約
は
対
中
交
流
法
と
領
外
管
轄
権
法
に
よ
り
外
部

展
開
し
た
帝
国
法
制
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
外
交
姿
勢
は
、
通
商
へ
の
法
制
度
を
介
し
た
関
与
を
安
定
さ
せ
る
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た
め
に
、
法
制
度
を
展
開
す
る
基
盤
と
な
っ
た
条
約
を
軸
と
す
る
よ
う
内
面
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
翻
っ
て
そ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
に
主
権

国
家
間
の
条
約
に
基
づ
く
関
係
を
必
要
と
す
る
政
治
シ
ス
テ
ム
が
現
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
恒
常
的
接
触
を
持

つ
清
朝
は
条
約
に
基
づ
く
関
係
の
形
成
・
維
持
へ
の
関
与
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
で
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
法
制
の
外
部
展
開
が
中
国
に
お
い
て
持
っ
た
意
義
を
明
ら
か
に
出
来
た
と
考
え
る
が
、
さ
ら
に
敷
志
し
て

イ
ギ
リ
ス
帝
国
全
体
に
お
け
る
意
義
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
領
外
管
轄
権
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
国
際
関
係
上
、
一
般
的
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
法
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
管
轄
権

の
内
容
が
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
領
外
管
轄
権
法
は
帝
国
法
制
の
適
用
領
域
を
帝
国
外
に
拡
大
す
る
機
能
を
持
っ
て
い

た
が
、
そ
の
内
実
は
、
事
例
ご
と
に
多
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
領
外
管
轄
権
法
の
み
で
は
な
く
、
行
使
さ
れ
る
管
轄
権
の
内
実
を
も

視
野
に
収
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
適
用
は
対
中
関
係
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
対
中
交
流
法
と
そ
れ
に
基
づ
く
行
政
立
法
の
存
在

に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
帝
国
法
制
の
外
部
展
開
は
、
条
約
や
立
法
に
よ
る
拡
大
と
行
政
的
措
置
の
包
摂
、
こ
の
両
面
か
ら
総
合
的
に
理
解

さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
外
延
性
と
可
変
性
を
帯
び
た
帝
国
法
制
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
多
様
な
現
地
状
況
に
対
応
し

つ
つ
政
治
権
力
を
行
使
す
る
た
め
の
基
盤
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
管
轄
権
の
内
実
が
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
対
中
交
流
法
と
領
外
管
轄
権
法
を
核
と
し
て
構
築
さ
れ
た
、
対
中
通
商
制
度
も
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
検
討
す
る
の
が
次
章
の
課
題
と
な
る
。
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、
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史
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実
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
に
保
管
さ
れ
て
い
る
南
京
条
約
原
本
に
「
勅
命
之
費
」
と
の

　
印
影
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あ
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か
ら
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認
で
き
る
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閃
○
¢
G
。
＼
b
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ω
＼
同
b
ご
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ま
た
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南
京
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締
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い
も
の
の
、
清
朝
の
皇
帝
印
や
官
印
に
つ
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い
て
は
、
片
岡
一
忠
『
中
国
官
印
制
度
研
究
』
、
東
方
書
店
、
二
〇
〇
八
年
を
参

　
照
。

⑳
閃
9
ミ
Φ
刈
＼
舘
甲
㎝
．

⑱
閃
○
ミ
＼
ま
＼
N
ω
マ
ω
．

⑳
な
お
、
領
外
管
轄
権
法
の
法
文
か
ら
は
、
外
交
的
根
拠
を
基
に
し
て
、
イ
ギ
リ

　
ス
の
管
轄
権
が
帝
国
法
制
上
は
領
域
的
制
限
無
く
拡
大
可
能
で
あ
る
と
の
解
釈
が

成
り
立
つ
。
換
言
す
れ
ば
、
領
外
管
轄
権
法
に
は
管
轄
権
の
無
制
限
領
域
的
適
用

の
基
礎
と
な
る
法
的
な
核
と
し
て
の
役
翻
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ

の
規
定
は
、
租
界
の
「
属
地
的
支
配
」
の
問
題
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
租

界
の
「
属
地
的
支
配
」
に
つ
い
て
は
、
差
当
り
以
下
を
参
照
。
植
田
捷
雄
『
支
那

に
於
け
る
租
界
の
研
究
㎞
、
厳
松
堂
書
店
、
一
九
四
一
年
、
五
四
－
三
〇
二
頁
。
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第
三
章
　
貿
易
監
督
官
条
例
に
よ
る
通
商
制
度
の
構
築

　
前
章
で
は
、
対
中
交
流
法
と
領
外
管
轄
権
法
を
対
象
に
、
広
義
の
南
京
条
約
を
基
盤
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
核
に

あ
た
る
部
分
の
帝
国
法
制
を
分
析
し
た
が
、
本
章
で
は
、
対
中
交
流
法
で
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
貿
易
監
督
官
条
例

を
分
析
し
、
中
国
現
地
で
展
開
さ
れ
た
対
中
通
商
制
度
の
法
制
構
造
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

　
貿
易
監
督
官
条
例
は
一
八
四
四
年
に
七
件
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
は
こ
れ
ら
に
修
正
を
加
え
つ
つ
運
用
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
七
件
の
貿
易

監
督
官
条
例
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
五
港
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
制
度
の
基
本
的
な
法
制
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
一
八
四
四
年
に
制
定
さ
れ
た
貿
易
監
督
官
条
例
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
第
一
に
五
港
に
赴
く
イ
ギ
リ
ス
船
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
順
守

す
べ
き
規
則
を
定
め
た
条
例
、
第
二
に
領
事
管
轄
権
の
実
施
方
法
と
、
領
事
管
轄
権
と
中
国
に
お
け
る
上
級
裁
判
所
で
あ
る
香
港
高
等
裁
判
所

（
以
下
、
「
香
港
高
裁
」
と
略
記
）
の
関
係
に
つ
い
て
の
条
例
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
考
察
を
加
え
て
い
く
。

第
一
節
　
五
港
で
の
通
商
規
則

　
五
港
で
の
通
商
規
則
に
関
す
る
条
例
は
一
八
四
四
年
第
三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

考
え
ら
れ
る
、
貿
易
監
督
官
条
例
第
五
号
の
分
析
を
行
う
。

四
、
五
号
条
例
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
包
括
的
か
つ
重
要
な
条
例
で
あ
る
と
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貿
易
監
督
官
条
例
第
五
号
第
一
条
か
ら
第
六
条
で
は
、
貿
易
監
督
官
と
領
事
が
条
約
の
規
定
を
条
例
と
し
て
適
用
し
、
略
式
で
行
使
で
き
る

こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て
一
八
四
四
七
四
月
一
〇
B
以
前
に
貿
易
監
督
官
が
制
定
・
公
布
し
た
通
商
規
則
に
つ
い
て
も
、
条
例
と
同
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

強
制
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
八
条
で
は
、
領
事
が
通
商
規
則
や
貿
易
監
督
官
の
指
示
に
従
っ
て
行
っ
た
行
為
を
訴
訟

原
因
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
、
領
事
は
そ
れ
ら
の
規
則
や
訓
令
の
発
令
時
に
お
け
る
違
法
性
や
、
貿
易
監
督
官
の
発
令
権
限
の
欠
如
に
対

し
て
は
、
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
。
貿
易
監
督
官
の
出
す
規
則
や
訓
令
に
従
っ
て
行
動
す
る
領
事
は
、
た
と
え
そ
の
規
則
や
訓
令

自
体
に
法
的
な
欠
陥
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
免
責
特
権
を
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
貿
易
監
督
官
の
規
則
や
訓
令
を
権
威
と
す
る
領
事
の
行
動
に

対
し
て
、
司
法
手
段
を
用
い
て
対
抗
す
る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
そ
の
保
護
規
定
は
、
あ
く
ま
で
も
貿
易
監
督
官

の
下
で
条
約
・
規
則
を
施
行
す
る
た
め
の
行
政
措
置
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
免
責
特
権
は
与
え
ら
れ

な
か
っ
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
本
国
か
ら
の
信
任
を
得
て
、
条
例
制
定
に
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
貿
易
監
督
官
ポ
ッ
テ
ィ
ン
ジ
ャ
ー
は
条
例
制
定
に
伴
っ
て
出
し
た
領

事
へ
の
回
状
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
条
例
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
自
体
が
イ
ギ
リ
ス
人
に
条
例
違
反
を
た
め
ら
わ
せ
る
と
し
て
、
抑
止
効
果
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
領
事
に
大
き
な
免
責
特
権
を
認
め
る
条
例
を
以
て
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
そ
の
枠
組
に
沿
っ
て
在
中
イ
ギ
リ

ス
人
が
行
動
す
る
よ
う
促
す
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
は
、
条
例
に
違
反
す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

措
置
を
と
る
た
め
に
「
最
大
限
の
努
力
」
を
す
る
よ
う
領
事
に
命
令
し
て
い
る
。
こ
の
抑
止
効
果
を
基
本
に
必
要
と
な
れ
ば
法
的
措
置
を
行
わ

せ
る
と
い
う
方
針
は
、
本
国
政
府
の
領
事
の
法
律
運
用
能
力
へ
の
懸
念
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
対
中
交
流
法
と
領
外
管
轄
権
法
の
制
定
を
受
け
て
、
外
栢
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
が
ポ
ッ
テ
ィ
ン
ジ
ャ
ー
に
出
し
た
訓
令
の
中
で
は
、
法
律
が
正
常

に
機
能
し
な
い
可
能
性
を
認
め
た
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
権
威
の
下
で
立
法
す
る
意
義
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
中
国
で
法
律
の
効
力
を
完

遂
す
る
こ
と
や
、
そ
の
た
め
に
法
律
運
用
に
習
熟
し
た
役
人
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
法
律
が
無
益
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
法
律
へ
の
違
反
が
民
事
訴
訟
や
罰
則
の
根
拠
と
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
本
国
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⑥

と
し
て
は
、
領
事
の
法
律
運
用
能
力
の
低
さ
に
鑑
み
て
、
法
律
の
厳
密
な
運
用
に
お
け
る
困
難
は
認
め
た
上
で
、
法
律
の
存
在
を
根
拠
と
し
た

在
中
イ
ギ
リ
ス
人
統
制
の
正
当
性
確
保
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
が
ポ
ッ
テ
イ
ン
ジ
ャ
ー
の
回
状
に
反
映
さ
れ
た
と
言
え

よ
・
つ
。

　
し
か
し
、
厳
密
な
法
律
運
用
が
期
待
で
き
な
い
状
況
下
で
も
、
法
的
措
置
を
と
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
場
合
に
は
、
「
最
大
限
の
努
力
」
を
し

て
法
律
を
運
用
す
る
よ
う
領
事
に
命
令
す
る
な
ら
ば
、
碩
事
の
裁
量
で
法
律
が
＝
疋
程
度
、
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
つ
ま

り
、
領
事
に
、
免
責
規
定
が
組
み
込
ま
れ
た
法
制
構
造
に
準
ず
る
手
段
で
、
在
中
イ
ギ
リ
ス
人
の
統
制
を
行
う
権
限
を
与
え
る
一
方
、
実
際
の

運
用
で
は
、
領
事
が
総
じ
て
低
い
法
律
運
用
能
力
を
駆
使
し
て
主
体
的
に
裁
量
権
を
行
使
す
る
と
い
う
法
制
度
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

条
例
の
実
施
を
任
務
と
し
、
法
鋼
構
造
に
準
拠
し
た
行
動
へ
の
免
責
特
権
の
限
定
性
と
主
体
的
裁
量
権
に
挟
ま
れ
た
領
事
の
責
任
は
重
い
も
の

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
条
例
制
定
時
の
ポ
ッ
テ
イ
ン
ジ
ャ
ー
の
回
状
に
お
い
て
、
処
罰
方
法
と
し
て
は
領
事
の
責
任
を
軽
減
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

罰
金
刑
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
中
国
で
の
条
約
や
通
商
規
則
を
条
例
化
し
て
構
築
さ
れ
た
法
制
構
造
と
、
条
例
に
従
い
つ
つ
も
領
事
が
主
体
的
に
行
う
、

内
部
に
緊
張
関
係
を
孕
ん
だ
任
務
の
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
た
領
事
管
轄
権
の
実

施
方
法
、
そ
し
て
、
領
事
の
管
轄
権
行
使
と
上
級
裁
判
所
で
あ
っ
た
香
港
高
裁
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
次
に
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
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第
二
節
　
領
箏
管
轄
権
と
香
港
高
裁

　
本
節
で
は
、
領
事
管
轄
権
の
実
施
方
法
を
解
明
し
て
い
く
が
、
ま
ず
領
事
管
轄
権
が
上
級
権
力
で
あ
る
貿
易
監
督
官
や
外
相
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
っ
た
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
五
港
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
領
事
管
轄
権
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
で
の
位
置
付
け
が

明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。



帝国法鋼の外部展開（西山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
こ
こ
で
は
、
南
京
条
約
締
結
後
に
本
国
の
指
示
を
受
け
て
ポ
ッ
テ
ィ
ン
ジ
ャ
ー
が
作
成
し
た
「
駐
中
国
領
事
に
関
す
る
覚
書
」
を
利
用
す
る
。

こ
の
覚
書
は
全
一
九
条
か
ら
な
り
、
第
一
条
か
ら
第
三
条
で
、
領
事
と
貿
易
監
督
官
の
関
係
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
第
一
条
で
は
領
事
が

貿
易
監
督
官
の
訓
令
や
通
商
規
則
に
従
っ
て
行
動
し
、
訓
令
や
通
商
規
則
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
問
題
に
つ
い
て
は
貿
易
監
督
官
に
報
告
す
る

よ
う
求
め
て
い
る
。
第
二
条
で
は
、
毎
月
、
ま
た
は
毎
週
、
領
事
の
報
告
を
義
務
付
け
て
い
る
。
そ
の
報
告
は
貿
易
監
督
官
が
取
り
ま
と
め
て
、

本
国
へ
報
告
し
、
指
示
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
第
三
条
で
は
、
領
事
が
訓
令
で
示
さ
れ
た
指
針
に
沿
っ
て
行
動
す
る
中
で
、
重
要
な
問
題

や
疑
問
の
残
る
問
題
に
関
し
て
は
貿
易
監
督
官
の
見
解
と
領
事
の
見
解
の
双
方
を
本
国
政
府
に
報
告
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

条
項
か
ら
は
、
領
事
が
貿
易
監
督
官
の
下
し
た
指
針
の
中
で
行
動
す
る
こ
と
、
領
事
か
ら
貿
易
監
督
官
、
そ
し
て
本
国
政
府
に
至
る
頻
繁
な
報

告
の
義
務
化
、
そ
し
て
問
題
発
生
時
や
疑
問
が
あ
る
場
合
に
は
、
貿
易
監
督
官
と
領
事
の
見
解
を
基
に
本
国
政
府
が
判
断
を
下
す
原
則
が
規
定

さ
れ
た
と
言
え
る
。

　
第
四
条
以
下
で
は
、
領
事
の
管
轄
権
行
使
に
関
す
る
指
針
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
要
旨
は
、
領
事
が
紛
争
発
生
時
に
基
本
的
に
は
平
和
的
解
決

を
目
指
し
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
法
的
手
段
を
行
使
し
て
現
地
イ
ギ
リ
ス
人
と
申
国
人
の
混
在
す
る
社
会
の
安
定
を
維
持
し
、

清
朝
と
の
紛
争
発
生
を
阻
止
す
る
の
を
領
事
の
管
轄
権
行
使
の
原
則
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
領
事
の
管
轄
権
行
使
は
任
地
に
お
い
て

社
会
の
安
定
化
を
目
指
し
、
外
交
問
題
の
発
生
を
食
い
止
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
宋
端
に
主
体
的
に
条
例
を
運
用
し
て
地
域
社
会
の
安
定
と
問
題
化
の
抑
制
を
担
う
領
事
を
配
し
つ
つ
、
問
題
発
生
時
に
は
本
国
か

ら
中
国
現
地
ま
で
を
一
体
化
し
、
帝
国
と
し
て
の
意
志
決
定
を
す
る
行
政
組
織
が
現
出
し
て
問
題
に
対
処
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
⑩

　
以
下
で
は
、
一
八
四
四
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
二
号
と
第
七
号
の
分
析
を
行
い
、
領
事
が
五
港
で
行
使
し
た
管
轄
権
の
法
制
構
造
を
検
討
し

て
い
く
。
こ
こ
で
は
領
事
管
轄
権
の
実
施
方
法
と
そ
の
限
界
、
特
に
香
港
高
裁
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
ま
ず
、
第
二
号
条
例
を
分
析
す
る
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
規
定
は
、
領
事
の
行
使
す
る
権
限
と
そ
の
地
理
的
限
界
、
略
式
裁
判
の
権
限
、

罰
則
・
罰
金
を
科
す
権
限
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
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領
事
の
権
限
が
及
ぶ
領
域
は
第
一
条
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
領
事
は
任
地
で
あ
る
五
爵
の
境
界
内
に
お
い
て
管
轄
権
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
領

事
の
管
轄
権
は
港
の
境
界
内
へ
地
理
的
に
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
理
的
限
界
が
、
後
に
、
港
の
外
に
停
泊
す
る
イ
ギ
リ
ス
船
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

視
認
で
き
た
と
し
て
も
法
制
上
は
管
轄
外
と
な
る
「
理
論
的
不
可
視
」
の
状
態
に
お
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
領
事
が
こ
の
法
事
上
の
限
界
を

越
え
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
免
責
特
権
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
点
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
自
ら
の
任
地
を
越
え
た
活
動
は
、
領
事

の
権
限
や
正
当
性
の
根
幹
を
揺
る
が
し
、
法
制
度
を
施
行
す
る
役
人
を
自
己
の
責
任
に
お
い
て
行
動
す
る
個
人
へ
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
四
条
と
第
七
条
で
は
、
領
事
や
領
事
の
任
命
を
受
け
た
人
物
が
軽
罪
や
少
額
を
争
う
民
事
訴
訟
に
関
し
て
、
彼
ら
自
身
の
判
断

で
判
決
を
下
す
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
は
、
小
規
模
な
犯
罪
に
即
応
し
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
重
大
な
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
発
生
を
予
防
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
領
事
が
独
自
に
行
使
で
き
る
管
轄
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
同
条
例
第
五
条
に
は
上
級
裁
判
所
で
あ
る
香
港
高
裁
の

管
轄
権
が
優
位
に
あ
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
諦
は
、
領
事
の
出
す
判
決
は
全
て
香
港
高
裁
の
審
査
を
受
け
る
と
い
う
規
定
で
あ

っ
た
。
領
事
の
管
轄
権
が
、
香
港
高
裁
の
管
轄
権
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
領
事
は
貿
易
監
督
官
の
指
示
や
規
則
を
受
け
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
た
が
、
香
港
高
裁
は
貿
易
監
督
官
か
ら
　
定
の
独
立
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
保
持
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
た
。
香
港
高
裁
が
領
事
の
決
定
に
対
し
て
修
正
権
を
持
つ
こ
と
は
、
領
事
が
「
最
大
限
の
努
力
」
を
し
て

主
体
的
に
行
使
す
る
管
轄
権
が
、
独
立
性
を
保
持
す
る
香
港
高
裁
に
よ
っ
て
法
的
な
厳
密
性
を
目
指
し
た
監
査
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
領
事
が
貿
易
監
督
官
の
指
示
の
下
で
行
動
す
る
問
の
み
免
責
特
権
を
持
つ
と
い
う
法
制
構
造
を
加
え
て
考
え
れ
ば
、
領
事
が
法
的
措

置
を
と
る
こ
と
は
自
ら
の
責
任
問
題
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
問
題
化
す
る
可
能
性
の
あ
る
状
況
に
直
面
し
た
領
事
は
適

法
な
行
動
を
志
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
一
八
四
四
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
七
号
の
分
析
を
行
う
。
第
二
号
が
管
轄
権
の
範
囲
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
一
方
、
第
七
号
は
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
刑
事
事
件
に
お
け
る
手
続
き
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
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帝国法制の外部展開（西山）

　
そ
の
要
点
は
、
領
事
が
五
港
で
イ
ギ
リ
ス
人
の
犯
罪
に
対
応
す
る
際
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
、
追
放
権
の
規
定
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
人

の
犯
罪
へ
の
抑
止
的
対
策
を
講
じ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
登
録
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
人
を
領
事
の
統
制
下
に
置
い
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
領
事
の
五
器
で
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
権
限
を
即
応
性
と
抑
止
効
果
の
高
い
も
の
に
す
る
意
図
を
込
め
た
方
策
が
第
七
号
条
例

で
あ
っ
た
と
書
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
さ
ら
に
、
実
際
に
領
事
が
こ
れ
ら
の
権
限
を
行
使
す
る
際
の
注
意
点
に
つ
い
て
の
回
状
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
領
事
へ
の
回
状
で
は
ま

ず
、
こ
れ
ら
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
権
限
は
、
軽
々
し
く
行
使
し
て
は
な
ら
ず
、
行
使
す
る
際
に
は
厳
し
さ
よ
り
も
明
確
性
と
迅
速
性
を
優
先

し
た
処
罰
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
領
事
の
法
律
に
関
す
る
知
識
の
限
界
を
指
摘
し
た
上
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
厳
格
に
順
守
す
る

必
要
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
軽
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
領
事
が
略
式
で
判
決
を
下
す
こ
と
を
求
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
示
か
ら
は
、
軽
罪
へ
の
処
罰
を
迅
速
に
行
わ
せ
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
巡
鳳
裁
判
に
値
す

る
よ
う
な
重
罪
に
つ
い
て
は
香
港
に
移
送
し
て
処
罰
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
少
な
い
だ
ろ
う
と
の
玉
壷
も
見

ら
れ
る
の
で
、
重
罪
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
軽
罪
を
迅
速
に
処
罰
し
風
紀
を
正
そ
う
と
い
う
意
図
が
確
認
で
き
る
。
追
放
権
に
関
し
て
も
、

追
放
は
義
務
で
は
な
く
、
社
会
の
安
寧
を
乱
す
者
に
対
応
す
る
た
め
の
最
後
の
手
段
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
条
例
の
予
防
的
措
遣
と
し

て
の
性
格
は
一
貫
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
号
と
第
七
号
で
規
定
さ
れ
た
領
事
管
轄
権
の
枠
組
み
は
、
領
事
が
五
港
で
和
解
勧
告
を
中
心
に
社
会
の
安
定
を
は
か
り
、
ま
た
、
法
的

措
置
や
最
終
手
段
と
し
て
の
追
放
権
に
よ
っ
て
犯
罪
の
発
生
や
重
大
化
を
抑
止
し
、
必
要
と
あ
れ
ば
そ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て

い
た
。
こ
の
原
則
は
、
領
事
が
法
的
手
段
に
基
づ
く
影
響
力
を
主
体
的
か
つ
的
確
に
行
使
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
香

港
高
裁
に
よ
っ
て
領
事
の
判
断
の
合
法
性
が
試
さ
れ
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
法
律
を
活
用
し
た
行
政
措
置
と
法
律
の
厳
格

な
施
行
と
の
間
の
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
。
そ
の
緊
張
関
係
が
問
題
化
し
た
例
と
し
て
、
一
八
四
六
年
七
月
に
発
生
し
た
コ
ン
プ
ト
ン
事
件
が

あ
る
。
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次
章
第
一
節
で
は
、
事
件
の
概
要
を
善
い
つ
つ
、
緊
張
関
係
が
ど
の
よ
う
に
問
題
化
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
過
程
を
見
る
こ
と
で
、
領
事
管
轄
権
の
法
制
構
造
の
動
態
的
変
化
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

①
電
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鷲
㎝
算
O
ミ
§
§
§
島
貸
馨
織
§
§
罵
ミ
N
G
。
へ
《
ミ
国
恥
9
ミ

9
§
ミ
馬
§
譜
ミ
駄
じ
口
篭
琳
慧
§
譜
§
O
ミ
§
§
導
腎
ぎ
ミ
§
偽
黛
妹
、
ミ

ト
轟
函
ミ
譜
9
§
ミ
駄
き
楠
鱒
映
§
斡
野
鳩
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
鴨
南
。
ミ
§
§
愚
、
鳶
亀

　
§
§
き
、
§
雲
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ミ
ミ
鳴
§
馬
駄
§
翁
掴
§
ミ
ミ
村
ミ
6
ミ
賞
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§
。
。
9
0
p

Φ
山
S
以
下
、
「
一
八
四
四
年
度
貿
易
監
督
密
条
例
報
告
扁
と
省
略
。

②
条
約
や
規
則
自
体
、
そ
の
修
正
過
程
、
及
び
実
際
の
通
商
と
の
関
係
に
つ
い
て

　
の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

③
男
O
嵩
＼
○
。
O
＼
短
甲
O
ω
及
び
閃
○
蝿
＼
。
。
く
ト
⊃
暫
山
を
参
照
。

④
閃
9
刈
＼
。
。
O
＼
嶺
ピ

⑤
勾
9
刈
＼
＄
＼
O
甲
S

⑥
囮
∪
■
O
o
讐
＄
O
ミ
ミ
O
§
簑
N
覆
し
ロ
ミ
ミ
科
9
誠
ミ
ミ
§
q
ミ
勲

　
N
。
。
お
山
漣
9
0
馨
具
H
O
。
。
堕
ロ
．
窃
α
．

⑦
閨
○
嵩
＼
。
。
H
＼
b
。
窪
山

⑧
閃
○
峯
＼
①
。
。
＼
卜
。
O
㌣
㊤
．

⑨
　
一
入
四
四
年
度
貿
易
監
督
官
条
例
報
告
、
ニ
ー
五
頁
。

⑩
一
八
四
四
年
度
貿
易
監
督
富
条
例
報
告
、
一
八
－
二
二
頁
。

⑪
即
U
．
O
o
無
Φ
ρ
Q
ミ
ミ
O
§
養
N
歯
し
口
＼
ミ
客
G
§
防
ミ
ミ
§
。
ミ
p

　
N
o
。
へ
㍗
送
へ
釦
○
き
巳
レ
㊤
o
。
。
。
．
O
．
Φ
N
．

⑫
例
え
ば
、
一
八
三
八
年
法
案
霧
議
時
の
外
相
パ
ー
マ
ス
ト
ン
の
答
弁
を
参
照

　
（
建
ミ
智
ミ
げ
壽
ミ
§
§
ミ
曝
・
b
＆
§
貫
客
房
践
Φ
ρ
＜
。
ド
澄
も
や
謹
。
。
も
。

⑬
男
○
嵩
＼
忠
〉
＝
ム

⑭
閃
○
ミ
＼
8
＼
挙
鎧

⑮
勺
℃
蕊
ミ
×
炉
O
ミ
箋
㌧
O
ミ
§
§
§
’
勘
N
§
勲
§
艶
出
轟
ミ
ミ
焼
§
吻
§
、
q
§
㌣

　
凡
誌
ミ
恥
ぎ
§
§
G
ミ
蓉
噛
8
．
ω
○
。
φ
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第
四
章
　
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
制
度
の
運
用
実
態

　
本
章
で
は
、
第
二
章
と
第
三
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
対
中
通
商
制
度
の
運
用
実
態
を
考
察
す
る
。
第
一
節
で
は
、
コ
ン
プ

ト
ン
事
件
を
事
例
に
、
領
事
の
管
轄
権
行
使
の
実
態
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
し
て
香
港
高
裁
が
発
揮
し
た
法
制
度
運
用
上
の
監
視

機
能
や
、
そ
の
後
の
法
制
構
造
の
修
正
を
確
認
す
る
。
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
帝
国
怯
制
を
中
心
に
構
築
さ
れ
た
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
の
実
効

と
、
シ
ス
テ
ム
の
機
能
と
し
て
の
法
制
構
造
の
動
態
的
変
化
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
第
二
節
で
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
政
府
が
法
の

施
行
に
あ
た
っ
て
国
際
法
上
・
帝
国
法
制
上
の
合
法
性
を
確
認
す
る
た
め
に
行
っ
た
法
務
宮
へ
の
諮
問
を
分
析
し
て
い
く
。
こ
の
分
析
に
よ
っ

て
、
シ
ス
テ
ム
全
体
へ
の
構
造
的
規
制
を
明
ら
か
に
す
る
。
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第
［
節
　
コ
ン
プ
ト
ン
事
件
　
　
領
事
管
轄
権
と
香
港
高
裁
の
関
係
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
～
八
四
六
年
に
カ
ン
ト
ン
で
発
生
し
た
コ
ン
プ
ト
ン
事
件
の
背
景
に
は
、
欧
米
諸
国
か
ら
き
た
商
人
達
の
居
住
地
で
あ
っ
た
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

の
周
辺
に
乞
食
、
大
道
芸
入
、
易
者
等
の
中
国
人
が
集
ま
っ
て
、
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
に
滞
在
し
て
い
た
外
国
人
の
生
活
空
間
を
圧
迫
し
、
両
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

間
で
　
触
即
発
の
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
カ
ン
ト
ン
の
不
安
定
な
状
況
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
商
人
コ
ン
プ
ト
ン
○
ψ
0
0
導
讐
。
旨

を
中
心
と
す
る
外
国
人
達
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
マ
ク
レ
ガ
ー
労
O
ζ
鋤
。
α
q
お
o
q
o
同
に
対
し
て
、
自
力
で
解
決
を
目
指
せ
ば
個
人
の
争
い
に
発
展
す

る
可
能
性
を
強
調
し
て
領
事
の
介
入
を
要
求
し
た
が
、
マ
ク
レ
ガ
ー
は
清
朝
に
対
し
て
取
締
を
依
頼
す
る
か
た
ち
で
外
交
手
段
に
よ
る
解
決
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

図
る
一
方
、
外
国
人
側
に
自
制
を
求
め
た
。

　
し
か
し
、
七
月
四
日
と
八
日
に
コ
ン
プ
ト
ン
が
中
国
人
の
果
物
屋
台
を
蹴
り
倒
し
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
中
国
人
の
暴
動
が
発
生
し
た
。

こ
の
暴
徒
戸
畑
は
外
国
人
達
に
よ
っ
て
追
い
払
わ
れ
た
も
の
の
、
七
月
二
五
日
に
は
清
朝
側
代
表
で
あ
る
欽
差
大
臣
の
書
賃
か
ら
コ
ン
プ
ト
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
批
判
す
る
書
簡
が
送
付
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
ン
の
現
地
イ
ギ
リ
ス
商
人
達
は
コ
ン
プ
ト
ン
を
支
持
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
外
交
圧
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

受
け
た
マ
ク
レ
ガ
ー
は
コ
ン
プ
ト
ン
を
裁
判
に
か
け
る
べ
く
七
月
二
七
日
目
調
査
を
開
始
し
た
。

　
調
査
は
ニ
カ
月
近
く
続
け
ら
れ
、
マ
ク
レ
ガ
ー
は
九
月
二
四
日
に
一
八
四
四
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
二
号
に
よ
っ
て
罰
金
二
〇
〇
ド
ル
の
判

決
を
下
し
た
こ
と
を
コ
ン
プ
ト
ン
に
通
知
し
た
。
外
交
的
配
慮
か
ら
管
轄
権
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
条
例
適
用
の
妥
当
性
を
始
め
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
て
、
処
分
の
法
的
根
拠
は
曖
昧
で
あ
り
、
マ
ク
レ
ガ
ー
は
現
地
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
一
一
月
に
な
っ
て
カ
ン
ト
ン
の
現
地
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
支
持
を
背
景
に
、
コ
ン
プ
ト
ン
が
香
港
高
裁
に
訴
え
を
起
こ
す
と
、
時
の
貿
易
監
督

官
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
書
英
に
対
す
る
外
交
的
配
慮
か
ら
、
一
八
四
四
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
五
号
の
劇
中
問
の
争
い
に
関
す
る
条
項
を
適
用
し
て

法
的
根
拠
を
確
保
し
、
罰
金
刑
を
取
り
消
し
に
し
な
い
よ
う
手
段
を
講
じ
た
。
マ
ク
レ
ガ
ー
も
自
ら
の
適
用
し
た
条
例
が
適
切
で
あ
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
振
る
舞
い
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
指
示
で
あ
っ
た
と
も
主
張
し
て
、
そ
の
庇
護
を
受
け
よ
う
と
し
た
。
訓
令
下
で
の
行
動
へ
の
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免
責
特
権
を
得
よ
う
と
す
る
領
事
と
庇
護
す
る
貿
易
監
督
官
が
、
外
交
上
の
配
慮
か
ら
な
さ
れ
た
領
事
の
行
政
措
置
の
法
的
根
拠
を
巡
っ
て
、

香
港
高
裁
と
対
蒔
し
た
の
で
あ
る
。

　
二
一
日
間
に
及
ぶ
審
理
を
経
て
、
香
港
高
裁
主
席
判
事
ヒ
ュ
ー
ム
9
芝
．
国
巳
9
Φ
は
コ
ン
プ
ト
ン
へ
の
罰
金
刑
を
破
棄
す
る
判
決
を
言
い
渡

し
た
。
貿
易
監
督
官
と
領
事
の
外
交
的
配
慮
に
も
と
つ
く
措
置
は
覆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
判
決
理
由
は
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
に
、
マ
ク
レ

ガ
ー
が
適
切
な
条
例
を
用
い
て
判
決
を
下
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
宣
誓
さ
せ
ず
に
証
言
録
取
を
行
う
等
、
手
続
き
上
の
問
題
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
も
コ
ン
プ
ト
ン
が
有
罪
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
の
司
法
手
続
き
の
不
備
を
認
め
、
法
律
施

行
の
厳
密
性
を
優
先
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
判
決
に
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
反
発
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
デ
イ
ヴ
ィ
ス
と
の
対
立
の
中
で
職
を
辞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
マ
ク

レ
ガ
ー
や
自
身
の
と
っ
た
行
動
の
正
当
性
を
主
張
す
る
本
国
へ
の
報
告
の
中
で
、
清
朝
が
求
め
る
場
合
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
を
追
放
し
う
る
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
必
要
性
に
論
及
し
、
そ
の
後
、
領
事
の
イ
ギ
リ
ス
重
追
放
権
を
拡
充
す
る
方
策
を
立
て
て
い
く
。
ま
た
、
こ
の
報
告
を
受
け
取
っ
た
本
国
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

府
の
側
で
は
、
法
務
官
に
対
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ス
へ
の
訓
令
案
に
つ
い
て
諮
問
を
行
っ
た
。
法
務
官
は
、
香
港
高
裁
の
判
決
は
認
め
る
も
の
の
、

清
朝
と
の
外
交
関
係
や
申
国
人
と
の
交
流
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
何
ら
か
の
行
政
措
置
を
講
じ
る
必
要
性
を
認
め
た
。
さ
ら
に
、
コ
ン
プ
ト
ン

事
件
で
生
じ
た
領
事
管
轄
権
を
巡
る
問
題
の
法
制
上
の
重
要
性
を
訴
え
、
条
例
制
定
で
の
対
応
を
勧
告
し
た
。
こ
れ
ら
の
勧
告
は
、
発
生
し
た

問
題
を
帝
国
法
制
の
枠
内
で
如
何
に
処
理
す
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
貿
易
監
督
官
に
認
め
ら
れ
た
立
法
権
限
で
問
題
を
解
決
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
勧
告
を
基
に
し
て
、
本
国
政
府
は
訓
令
を
発
し
、
中
国
現
地
で
領
事
管
轄
権
を
修
正
す
る
貿
易
監
督
官
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
八
四
七
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
一
号
と
第
三
号
で
あ
る
。
前
者
の
第
五
条
で
は
、
コ
ン
プ
ト
ン
事
件
の
判
決
で
マ
ク
レ
ガ
ー
の
処
置
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
法
的
問
題
と
し
て
言
及
さ
れ
た
条
例
の
複
雑
化
と
い
う
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
一
八
四
四
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
七
号
を
根
拠
に
罰
則
を
科

す
権
限
が
領
事
に
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
八
四
七
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
一
号
第
九
条
で
は
、
領
事
が
従
う
べ
き
裁
判
規
則
を
定
め
る
権
利
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が
香
港
高
裁
か
ら
香
港
の
立
法
評
議
会
に
移
管
さ
れ
、
香
港
高
裁
が
提
案
す
る
規
則
に
は
貿
易
監
督
官
の
認
可
が
必
要
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、

領
事
の
管
轄
権
行
使
へ
の
香
港
高
裁
の
介
入
を
限
定
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
後
の
立
法
措
置
に
お
い
て
も
、
領
事
や
貿
易
監
督
宮
が
行
政
的
配
慮
か
ら
判
決
を
下
す
権
限
は
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
。
一
八
五
〇
年
貿

易
監
督
官
条
例
第
一
号
第
二
条
で
は
、
香
港
外
で
起
き
た
訴
訟
原
因
に
領
事
館
所
属
の
人
物
が
当
事
者
と
し
て
関
わ
る
場
合
、
原
告
か
被
告
の

ど
ち
ら
か
が
貿
易
監
督
官
へ
の
請
願
に
よ
っ
て
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
を
望
め
ば
、
貿
易
監
督
官
が
委
員
を
任
命
し
て
略
式
で
判
決
を
害
す
こ

と
が
出
来
る
と
規
定
さ
れ
や
こ
れ
は
・
領
事
館
所
属
の
人
物
が
当
事
者
と
な
っ
た
訴
訟
に
介
入
す
る
権
限
を
貿
易
讐
官
に
与
尺
た
も
の
と

蜜
え
よ
う
。
ま
た
、
一
八
五
二
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
二
号
第
二
条
で
は
、
条
約
の
精
神
に
反
し
て
香
港
高
裁
で
領
事
の
決
定
が
覆
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
条
約
違
反
を
根
拠
と
す
る
管
轄
権
行
使
に
関
し
て
は
香
港
高
裁
が
介
入
出
来
な
い
と
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
さ

ら
に
、
貿
易
監
督
官
と
領
事
の
行
使
す
る
管
轄
権
に
関
す
る
様
々
な
規
則
や
条
例
を
統
廃
合
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
…
八
五
三
年
六
月
一
三

　
　
　
　
　
⑯

日
付
枢
密
院
令
で
は
、
条
約
違
反
に
加
え
、
貿
易
監
督
官
や
領
事
の
制
定
す
る
通
商
規
則
を
適
用
し
て
も
処
罰
が
可
能
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
行
政
的
配
慮
か
ら
罰
則
を
科
す
権
限
が
法
的
に
確
立
さ
れ
た
と
雷
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
点
で
、
二
つ
の
議
会
劇
定
法
に
よ
っ
て
、
管
轄
権
の
拡
大
・
修
正
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
シ
ス
テ
ム

自
体
が
外
部
要
因
に
よ
っ
て
発
生
し
た
行
政
上
の
問
題
を
権
限
拡
大
に
よ
っ
て
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
拡
大
性
を
持
っ
た
シ
ス
テ

ム
の
自
律
的
な
修
正
機
能
が
発
揮
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

　
そ
の
後
、
ア
ロ
ー
戦
争
を
経
て
、
一
八
六
五
年
に
は
、
領
外
管
轄
権
法
を
根
拠
と
し
て
日
本
に
も
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
拡
大
さ
れ
て
い
く
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
の
展
開
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
、
領
事
管
轄
権
の
運
用
実
態
、
香
港
高
裁
と
領
事
管
轄
権
の
関
係
、
そ
し
て
、
法
制
構
造
の
修
正
過
程
が
具
体
的
に

解
明
さ
れ
た
。
主
体
的
な
法
の
行
使
を
求
め
ら
れ
る
領
事
は
、
し
か
し
、
商
人
達
と
対
峙
す
る
中
で
自
ら
の
適
法
性
を
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
、
領
事
は
、
本
国
政
府
や
貿
易
監
督
官
、
香
港
高
裁
の
監
視
の
下
、
自
ら
の
判
断
が
問
題
化
す
る
可
能
性
や
権
限
の
限
界
を
意
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識
し
な
が
ら
、
現
地
の
通
商
・
外
交
関
係
に
関
与
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
実
際
の
状
況
と
法
制
構
造
上
の
規
定
の
ず
れ
が
問
題
化
し
た
結
果
、

領
事
管
轄
権
と
香
港
高
裁
の
緊
張
関
係
は
シ
ス
テ
ム
の
自
己
調
整
機
能
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節
　
イ
ギ
リ
ス
対
申
通
商
シ
ス
テ
ム
の
内
的
規
舗

　
前
節
で
は
、
領
事
の
管
轄
権
行
使
に
対
す
る
香
港
高
裁
の
介
入
と
、
現
地
イ
ギ
リ
ス
商
人
と
領
事
の
間
に
生
じ
た
対
立
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
法
務
官
報
告
に
沿
っ
た
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
既
に
論
及
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
法
務
官
は
外
相
か
ら
の
諮
問
を
受
け
て
国
際
法
上
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
を
基
本
的
な
責
務
と
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ

ム
は
、
清
朝
と
の
条
約
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
法
務
官
が
シ
ス
テ
ム
全
体
に
つ
い
て
答
申
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
本
来
、
外
交
上
も
、
法
制
構
造
上
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
立
案
者
・
役
人
に
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
行
動
す
る
動
機
が
あ
っ
た
こ
と

は
既
に
述
べ
た
。
た
だ
、
第
三
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
「
駐
中
国
領
事
に
関
す
る
覚
書
」
で
は
、
領
事
か
ら
貿
易
監
督
官
、
そ
し
て
本
国
の

外
相
に
至
る
問
題
発
生
時
の
報
告
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
本
国
の
法
務
官
の
答
申
は
、
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
の
法
的
枠
組

に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
な
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
国
際
法
上
・
帝
国
法
制
上
合
法
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
、
外
相
を

通
じ
て
法
制
構
造
の
一
貫
性
を
維
持
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
本
節
で
は
、
法
務
官
報
告
を
利
用
し
、
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
の
法
的
枠
組
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
政
策
立
案
者
・
役
人
の
認
識
・

行
動
に
加
え
ら
れ
た
内
的
規
制
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
分
析
方
法
と
し
て
は
、
二
つ
の
手
法
を
用
い
る
。

　
第
一
に
、
貿
易
監
督
官
制
度
設
置
が
決
定
さ
れ
た
一
八
三
三
年
か
ら
一
八
六
〇
年
ま
で
の
法
務
官
報
告
を
対
象
に
、
法
務
宮
報
告
が
シ
ス
テ

ム
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
全
般
的
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
二
に
、
法
務
宮
報
告
の
内
、
政
府
の
方
針
に
対
し
て
、
法
的
観
点
か
ら
修
正
が
加
え
ら
れ
た
事
例
を
取
り
上
げ
、
法
務
官
報
告
の
影
響
力
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図表1：1833－1860年法務官報告

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ Total

A 9 ！0 0 26 4 7 0 11 9 0 0 76

B 5 0 0 14 2 1 0 4 1 0 0 27

C 1 1 0 4 4 3 0 4 4 0 0 21

D 9 40 21 2 19 1！ 7 3 12 0 1王 135

E 3 2 1 5 4 3 0 4 2 0 1 25

Total 27 53 22 51 33 25 7 26 28 0 12 284

Immediate 7 18 1 16 3 4 2 7 4 0 1 63

《諮問の類型》

【①～③：外交関連の諮問】

①訓令の妥当性（条約の解釈等）　②外交交渉や条約に関する行動（イギリス・清朝双方）に

ついての評価　　③訓令の起草・提案要請
【④～⑪：内政関連の諮問】

　［④～⑦＝立法関連（議会制定法及び，対中交流法に列挙された法制関連文書である貿易監督官

　条例，枢密院令，国王親署訓令等）］

④法案等の帝国法制における合法性　　⑤現行法・条例運用の合法性　　⑥現行法・条例の修正

⑦法案等の起草要請

　［⑧～⑪1行政関連（行政命令＝内政関連の訓令，中国現地での告示等）］

⑧行政命令案の合法性　　⑨行政命令運用（行政措置）の合法性　　⑩行政命令の修正　　⑪行

　政命令案の起草要請

《答申の類型》

A＝承認・政府に一任　　B：文言等，法技術的問題の修正要求　　C：政府案の意図についての

　修正要求　　D：提案　　E＝否認

※1㎜ediateは至急便での榊

典拠；筆者がFO83／2247，　FO83／2248，　FO83／2249，　FO83／2250，　FO83／2251より作成

図表2

［］　A

国B

國C

ND

一E

典拠＝図表1より筆者が作成
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が
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
法
務
官
報
告
の
全
般
的
傾
向
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。
こ
こ
で
、
図
表
～
、
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。
図
表
一
は
、
当
該
時
期
の

法
務
官
報
告
、
全
二
八
四
件
を
諮
問
の
種
別
と
答
申
の
類
型
に
従
っ
て
分
類
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
図
表
二
は
、
分
類
結
果
か
ら
答
申

の
類
型
を
抽
出
し
て
円
グ
ラ
フ
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
法
務
官
報
告
の
分
類
方
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
諮
問
の
種
別
は
、
全
＝
項
目
設
定
し
て
分
類
し
た
。
大
別
す
る
と
、
①
か

ら
③
ま
で
が
外
交
関
連
の
諮
問
、
そ
し
て
④
か
ら
⑪
ま
で
が
、
内
政
関
連
の
諮
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
内
政
関
連
の
諮
問
を
下
位
区
分
に
分
類

し
た
。
④
か
ら
⑦
ま
で
が
立
法
関
連
の
諮
問
で
あ
り
、
⑧
か
ら
⑪
ま
で
が
行
政
措
置
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
外
交
・
立
法
・
行
政
、

各
々
の
区
分
の
中
で
、
四
つ
の
項
目
を
設
け
た
。
こ
れ
は
、
法
制
化
の
過
程
、
法
制
度
の
施
行
、
法
制
度
の
修
正
、
と
い
う
法
制
構
造
を
巡
る

三
つ
の
段
階
を
想
定
し
た
分
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
段
階
は
法
制
構
造
の
形
成
、
運
用
、
そ
の
後
の
修
正
と
い
う
三
つ
の
場
面
に
お
い
て
、
法

制
構
造
が
政
策
判
断
や
行
動
に
与
え
た
影
響
を
確
認
す
る
た
め
に
設
定
し
た
。
政
府
が
玉
虫
し
た
法
務
官
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
各
段
階
を
横

断
し
て
答
申
が
拡
散
し
て
い
る
の
で
、
別
項
目
と
し
た
。
ま
た
、
外
交
関
係
の
種
別
に
関
し
て
は
、
訓
令
の
修
正
が
作
成
と
同
義
で
あ
る
と
考

え
、
修
正
の
項
目
を
設
け
な
か
っ
た
。

　
答
申
の
類
型
に
関
し
て
は
、
A
「
承
認
」
か
ら
E
「
否
認
」
ま
で
の
五
項
目
を
設
定
し
た
。
A
は
原
案
が
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
た
、
最
も
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

務
官
の
干
与
の
少
な
い
事
例
、
B
が
文
書
修
正
等
の
法
技
術
的
な
問
題
へ
の
修
正
要
求
が
あ
っ
た
事
例
、
C
は
諮
聞
内
容
に
概
ね
同
意
出
来
る

が
、
部
分
的
反
論
が
あ
る
事
例
で
あ
る
。
D
は
政
府
か
ら
の
提
案
要
請
乃
至
法
務
官
が
政
府
案
に
反
対
す
る
形
で
提
出
し
た
提
案
が
あ
る
場
合
、

E
は
政
府
案
の
否
認
、
反
対
意
見
の
提
示
が
あ
っ
た
場
合
を
示
し
、
政
府
が
行
使
し
た
、
あ
る
い
は
行
使
し
よ
う
と
し
て
い
る
権
限
が
法
制
構

造
を
逸
脱
す
る
と
判
断
さ
れ
、
是
正
措
置
が
と
ら
れ
た
明
確
な
事
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
で
は
、
分
析
に
移
る
。
ま
ず
、
図
表
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
晃
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
C
、
D
、
E
の
割
合
が
過
半
を
占
め
る
。
こ
れ
は
、

法
務
官
の
答
申
が
、
政
府
の
諮
問
内
容
を
単
に
承
認
す
る
か
、
法
技
術
的
問
題
の
み
を
扱
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
法
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的
な
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
の
方
針
を
事
後
承
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
法
務
官
側
か
ら
法
の
解
釈
を
提
示
す
る
事
例
が
多
く
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
政
府
案
が
承
認
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
A
が
全
体
の
一
一
七
％
存
在
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
政
府
の
法
的
能
力
の
欠
如
よ
り
も
、

法
制
構
造
の
維
持
を
目
的
と
し
て
、
政
府
案
の
法
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
細
か
な
文
言
修
正
や
提
言
を
も
行
う
法
務
官
制
度
の
有
効

性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
次
に
図
表
一
に
目
を
転
じ
、
諮
問
の
種
別
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
里
中
の
③
、
⑦
、
⑪
は
、
政
府
が
直
面
す
る
問
題
に
関
し
て
、
法
務
官
に

自
由
な
提
案
を
求
め
た
事
例
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
、
全
四
一
件
と
な
り
、
諮
問
全
体
の
約
一
四
％
を
占
め
る
事
に
な
る
。

政
府
の
側
で
も
、
法
に
習
熟
し
た
法
務
官
の
意
見
を
参
照
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
政
府
は
、
「
法
務
官
の
経
験
に
依
拠
し
た

　
　
　
　
　
　
　
⑳

最
も
効
果
的
な
方
法
」
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
②
、
⑤
、
⑨
は
、
役
人
の
行
動
へ
の
事
後
的
な
評
価
と
い
え
る
。
三
項
目
合
わ
せ
て
全
一
一
四
件
で
あ
り
、
こ
れ
は
全
体
の
幽
寂
〇
％
を
占

め
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
項
目
に
該
当
す
る
諮
問
の
内
、
八
八
件
が
C
、
D
、
E
の
三
類
型
に
該
当
す
る
（
約
七
七
％
）
。
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で

運
用
に
従
事
す
る
役
人
は
、
問
題
発
生
時
に
そ
の
行
動
を
事
後
評
価
さ
れ
、
法
制
構
造
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
場
合
に
は
、
既
述
の
よ
う
に
行
動

の
正
当
性
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
惰
報
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
法
務
嘗
は
政
府
の
方
針
を
承
認
・
修
正
す
る
一
方
で
、
自
ら
の
法
解
釈
に
基
づ
い
て
法

の
制
定
や
修
正
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
法
務
官
の
関
与
は
政
府
の
側
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
、
シ
ス
テ

ム
の
運
用
に
携
わ
る
役
人
は
、
そ
の
行
動
が
問
題
化
し
た
際
に
法
務
官
に
よ
っ
て
行
動
の
正
当
性
を
監
査
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
法
務
官
報
告
が
、
条
約
の
解
釈
や
法
制
度
の
制
定
・
施
行
に
関
連
し
て
法
制
構
造
を
旦
ハ
現
化
す
る
も
の
だ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
続
い
て
、
図
表
一
の
C
、
D
、
E
、
つ
ま
り
、
法
務
官
の
意
図
が
強
く
現
れ
た
事
例
を
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
は
、
法
務
官
報
告
に
よ

っ
て
発
現
す
る
法
制
構
造
の
規
制
が
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
携
わ
る
政
策
立
案
者
・
役
人
に
遍
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。

101　（417）



　
ま
ず
、
香
港
高
裁
と
領
事
の
関
係
に
お
い
て
法
務
官
報
告
が
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
既
に
本
章
第
一
節
で
言
及
し
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
、
元
来
、
香
港
高
裁
の
判
決
は
領
事
の
行
動
を
規
制
す
る
効
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
領
事
の
現
地
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
権
限
を
監

査
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
裏
を
返
せ
ば
、
領
事
の
行
動
が
現
地
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
香
港
高
裁
の
活
用
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
う
る
こ
と
も
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

織
し
た
。
領
事
は
香
港
高
裁
と
現
地
イ
ギ
リ
ス
人
の
双
方
に
法
的
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
プ
ト
ン
事
件
に
お
い
て
法
務

宮
は
香
港
高
裁
の
判
決
を
法
的
に
は
適
切
で
あ
る
と
し
、
承
認
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
領
事
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
は
否
定
し
、
領

事
が
管
轄
権
を
行
使
す
る
た
め
の
基
盤
の
整
備
を
提
言
し
た
。
法
務
官
報
告
は
、
香
港
高
裁
の
決
定
に
も
、
領
事
管
轄
権
の
事
後
的
修
正
に
つ

い
て
も
提
讐
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
国
政
府
の
香
港
高
裁
へ
の
介
入
に
も
法
務
官
報
告
は
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
例
え
ば
、
一
八
五
一
年
に
上
海
領
事
オ
ル
コ
ッ
ク
即

≧
8
爵
が
レ
デ
ィ
・
マ
リ
ー
・
ウ
ッ
ド
号
ピ
鋤
塩
剥
鋤
霊
芝
o
o
鳥
に
対
し
て
下
し
た
有
罪
判
決
を
香
港
高
裁
が
取
り
消
し
た
こ
と
に
関
し
て
、

本
国
政
府
が
香
港
高
裁
の
処
遣
に
つ
い
て
諮
問
を
し
た
際
に
は
、
香
港
高
裁
の
判
決
取
り
消
し
を
正
当
な
も
の
と
し
、
上
告
し
な
い
よ
う
政
府

に
要
請
し
た
。
ま
た
、
こ
の
事
件
に
関
連
し
て
、
当
時
の
貿
易
監
督
官
ボ
ナ
ム
Φ
し
d
o
巨
鋤
B
が
策
定
し
た
貿
易
監
督
官
条
例
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
法
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
政
策
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
修
正
を
求
め
た
。

　
さ
ら
に
、
本
来
は
指
揮
命
令
系
統
上
の
従
属
関
係
に
あ
る
は
ず
の
、
貿
易
監
督
官
と
領
事
の
関
係
に
つ
い
て
も
法
務
官
報
告
は
言
及
し
て
い

る
。
一
八
五
二
年
に
清
朝
が
中
国
商
品
の
内
地
輸
送
税
を
増
税
し
た
と
の
疑
い
が
生
じ
た
時
に
は
、
清
朝
の
課
税
権
を
根
拠
に
介
入
出
来
な
い

と
し
た
オ
ル
コ
ッ
ク
の
判
断
を
支
持
し
、
貿
易
監
督
宮
ボ
ナ
ム
の
代
理
を
務
め
て
い
た
バ
ウ
リ
ン
グ
H
し
d
o
≦
臥
お
の
見
解
を
文
書
上
の
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
欠
け
る
と
し
て
否
定
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
役
人
の
内
部
で
、
本
来
は
上
下
関
係
に
あ
る
役
人
間
の
見
解
の
相
違
が
、
国
際
法
上
の
根
拠
を
基
に

解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
シ
ス
テ
ム
内
で
運
用
に
あ
た
る
役
人
が
、
相
互
に
自
ら
の
行
動
の
法
的
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た

こ
と
、
そ
れ
を
提
示
出
来
れ
ば
自
ら
の
行
動
の
正
当
性
を
主
張
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
法
務
官
報
告
が
影
響
力
を
発
揮
し
た
事
例
の
一
方
で
、
法
務
官
自
身
も
そ
の
法
制
構
造
の
規
制
を
受
け
て
行
動
し
て
い
た
。
法
的
観
点
か
ら
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多
様
な
主
体
の
関
係
に
対
し
て
双
方
向
の
影
響
を
与
え
る
報
告
を
行
っ
て
い
た
法
務
官
の
見
解
自
体
も
既
存
の
法
制
構
造
か
ら
逸
脱
出
来
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
先
に
外
交
的
配
慮
に
基
づ
く
領
事
管
轄
権
を
確
立
し
た
も
の
と
し
て
言
及
し
た
一
八
五
三

年
六
月
一
三
日
付
枢
密
院
令
に
関
す
る
諮
問
で
あ
る
。
法
務
官
は
、
枢
密
院
令
自
体
の
文
言
修
正
を
経
た
後
で
、
付
随
し
て
作
成
さ
れ
た
覚
書

の
内
容
に
反
発
し
た
。
そ
れ
は
、
一
八
五
三
年
六
月
＝
二
日
付
枢
密
院
令
が
模
範
と
し
て
い
る
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
で
の
布
告
を
中
国
に
適
用
す
る

こ
と
へ
の
反
論
で
あ
り
、
申
国
に
お
い
て
は
香
港
高
裁
が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
領
事
管
轄
権
を
香
港
高
裁
か
ら
統
制
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
⑮

う
も
の
で
あ
っ
た
。
法
務
官
の
反
対
は
、
完
全
に
領
事
の
行
動
を
免
責
に
す
れ
ば
乱
用
や
悪
用
の
弊
が
生
じ
る
と
の
懸
念
に
基
づ
い
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は
修
正
を
加
え
な
か
っ
た
。
政
府
に
は
領
事
管
轄
権
を
確
固
た
る
基
盤
の
上
に
据
え
よ
う
と
い
う
意
図

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
政
府
の
反
応
に
対
し
て
、
法
務
官
は
な
お
懸
念
を
表
明
し
て
い
た
が
、
全
体
と
し
て
は
同
意
す
る
と
し
て
、
さ
ら
な
る
反
論
を
し
な
か

　
⑳つ

た
。
こ
こ
か
ら
、
政
府
の
意
向
に
よ
っ
て
法
務
官
の
見
解
が
軽
視
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
法

務
官
が
懸
念
を
表
明
し
つ
つ
も
、
反
論
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
自
体
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
国
政
府
が
対
中
関
係
に
関
す
る
枢

密
院
令
を
発
布
す
る
権
利
は
対
中
交
流
法
と
領
外
管
轄
権
法
で
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
政
府
の
行
動
は
合
法
な
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
法
務
官
に
は
、
た
と
え
反
対
意
見
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
法
的
に
正
当
な
認
識
・
行
動
を
否
認
す
る
根
拠
は
無
か
っ
た
。
こ
れ
は

既
存
の
法
制
構
造
を
具
現
化
す
る
役
人
と
し
て
の
法
務
蜜
の
特
質
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　
最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
清
朝
と
の
外
交
関
係
に
お
い
て
、
条
約
の
解
釈
を
通
じ
て
法
務
官
か
ら
受
け
た
影
響
を
見
て
お
く
。
前
述
し
た

清
朝
の
内
地
輸
送
税
に
関
す
る
答
申
や
、
第
二
章
で
論
及
し
た
条
約
を
権
利
か
つ
義
務
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
イ
ギ
リ

ス
政
府
の
外
交
姿
勢
が
条
約
の
規
制
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
法
務
宮
報
告
に
見
出
さ
れ
る
条
約
解
釈
に
関

連
す
る
文
書
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
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こ
れ
と
対
照
的
に
、
法
務
官
報
告
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
正
当
性
を
保
証
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
八
五
一
年
五
月
七
日
に
は
、
領

事
が
、
上
海
で
横
行
し
て
い
た
密
輸
防
止
の
た
め
の
介
入
を
、
清
朝
の
取
締
放
棄
を
理
由
に
停
止
す
る
こ
と
を
認
め
る
答
申
が
出
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ボ
ナ
ム
に
送
ら
れ
た
訓
令
に
つ
い
て
も
同
様
の
諮
問
が
な
さ
れ
、
法
務
官
の
認
可
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
通
信
は
、
ア
ロ
ー
戦
争
前
の
議
論
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

際
し
て
政
府
か
ら
本
国
議
会
に
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
ア
ロ
ー
戦
争
の
原
因
と
な
っ
た
ア
ロ
ー
号
事
件
の
処
理
を
巡
る
清
朝
と
の
対
立
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
、
法
務
官
報
告
は
、
清
朝
側
の
行
動
を
条
約
違
反
で
あ
る
と
す
る
答
申
を
出
し
て
政
府
の
正
当
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
要
約
し
て
お
こ
う
。
法
務
官
報
告
は
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
従
事
す

る
主
体
の
認
識
・
行
為
の
合
法
性
を
巡
っ
て
承
認
・
修
正
・
否
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
携
わ
る
各
主
体
に
シ

ス
テ
ム
の
内
部
で
行
動
さ
せ
、
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
法
制
構
造
を
具
現
化
し
規
制
を
加
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

法
務
官
報
告
は
基
本
的
に
、
シ
ス
テ
ム
内
で
運
用
に
あ
た
る
主
体
と
シ
ス
テ
ム
外
の
主
体
と
の
関
係
を
双
方
向
に
規
制
す
る
と
同
時
に
、
シ
ス

テ
ム
内
に
存
在
す
る
関
係
を
も
対
象
と
し
て
お
り
、
法
務
官
自
身
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
法
務
官
へ
の
諮
問
制
度
は
、
イ
ギ
リ
ス
対
中

通
商
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
外
交
・
内
政
両
面
で
の
法
制
構
造
に
則
し
た
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
規
制
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

①
こ
こ
で
は
、
広
州
の
町
や
広
州
周
辺
の
外
国
人
濫
住
区
、
停
泊
地
気
を
含
む
地

　
域
を
示
す
も
の
と
す
る
。

②
論
留
に
首
肯
し
か
ね
る
部
分
も
あ
る
が
、
事
件
の
概
要
や
事
実
関
係
に
つ
い
て

　
は
以
下
を
参
照
。
9
≦
．
獣
①
Φ
8
鐸
冨
偽
b
ミ
乳
9
ミ
§
妹
駄
穿
聾
ミ
鷺
＼
識
な
識
ミ
葺

　
§
G
ミ
隷
鼻
い
。
離
縣
。
ロ
レ
紹
。
。
噛
O
切
』
8
山
N

③
ミ
様
も
』
O
メ

④
き
ミ
旧
薯
』
δ
山
．

⑤
ミ
“
も
』
8
・

⑥
き
ミ
も
p
卜
。
旨
φ

⑦
ミ
9
P
卜
。
窃

⑧
ミ
罫
ウ
じ
。
蜀

⑨
き
ミ
も
P
b
。
N
ω
幽
こ
の
時
言
及
さ
れ
た
追
放
権
に
関
す
る
貿
易
監
督
官
条
例
が

　
～
八
四
七
年
貿
易
監
督
官
条
例
第
二
号
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
勺
勺
H
◎
。
ミ
ー

　
幽
o
Q
×
い
く
H
H
圏
■
G
ミ
M
ミ
．
O
ミ
§
ミ
N
亀
⇔
騎
吻
N
ミ
織
§
N
c
◎
へ
N
畠
ミ
恥
貸
窪
き
ミ
ミ
逆
賊
篭

　
G
ミ
謡
登
ミ
ミ
6
ミ
ミ
ミ
始
鴇
。
浅
な
隷
偽
G
ミ
へ
9
膏
ミ
鰍
篭
討
、
ミ
§
琳
ミ
↓
ミ
§
「
ロ
P

　
甲
①
）
。

⑩
蜀
○
。
。
ω
＼
b
。
b
。
轟
。
。
＼
①
下
ρ

⑪
閃
O
。
。
ω
＼
卜
。
b
。
轟
。
。
＼
刈
？
。
。
ピ

⑫
電
富
ミ
ム
。
。
×
ピ
く
日
’
G
ぎ
～
§
9
§
§
§
恥
詠
簑
ミ
蝋
起
N
Q
。
職
N
ミ
§

　
§
へ
導
ミ
ミ
題
斗
G
ミ
箪
軸
ミ
§
ミ
8
ミ
ミ
覧
駿
ご
蕊
ミ
咋
ぎ
G
ミ
蝶
9
も
ミ
ミ
鷺
ミ
職
ミ
N
嚇
黛

　
↓
ミ
譜
、
ロ
℃
．
ω
ー
メ

⑬
9
§
§
沁
§
。
鴇
ミ
§
0
き
肯
。
ρ
＜
o
＝
切
も
．
＄
P

104 （420）



帝国法制の外部展開（西山）

⑭
署
田
総
霞
＜
’
O
ミ
§
§
§
曹
～
ヘ
ミ
§
導
鳴
ヒ
§
謎
N
O
。
亀
§
亀
N
。
。
亀
ミ

　
嚇
ぎ
ミ
ミ
N
ミ
ミ
a
軌
ミ
G
、
ミ
§
O
■
卜
。
．

⑮
H
瓢
α
．
も
ロ
．
切
よ
■

⑯
卜
。
ミ
§
象
N
ミ
黄
＞
g
孝
心
卜
。
ω
」
。
。
㎝
ω
も
p
卜
。
ω
8
山
9

⑰
差
当
り
9
≦
・
囚
Φ
無
。
口
．
魯
．
§
及
び
ト
§
概
§
O
爲
ミ
蜀
〉
鷺
出
b
。
。
。
レ
。
。
①
9

　
0
b
．
b
こ
ト
⊃
轟
O
出
切
を
参
照
。

⑬
本
稿
で
取
り
上
げ
る
諮
問
に
は
、
連
名
で
答
申
が
出
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
が
、

　
主
と
し
て
ド
ッ
ド
ソ
ン
旨
O
o
留
。
郡
が
大
陸
法
系
法
律
顧
問
宮
〉
島
＜
o
o
p
。
け
曾
ぴ
q
Φ
早

　
興
鉱
＼
の
器
Φ
口
．
ω
＞
q
＜
0
8
3
と
し
て
答
申
し
て
い
た
。
ド
ッ
ド
ソ
ン
に
つ
い
て
は

　
Q
O
じ
ウ
8
ω
ρ
．
O
＆
ω
o
野
ω
畔
臼
。
ぎ
（
一
心
Q
Q
O
1
一
Q
Q
㎝
Q
Q
）
．
㍉
Φ
ダ
頃
．
竃
o
o
器
質
Q
器

　
を
参
照
。

⑲
法
技
術
的
な
修
正
要
求
が
実
質
的
な
修
正
要
求
に
な
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な

　
い
。
し
か
し
、
本
節
の
分
析
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
政
府
側
に
法

　
的
文
書
の
作
成
に
関
す
る
能
力
が
欠
け
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
実
質
的
修
正

　
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
要
求
を
政
府
が
意
に
反
し
て
黙
認
す
る
可
能
性
は
低
か
っ

　
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
本
節
の
主
た
る
目
的
は
、
政
策
立
案
に
関
わ
る
諸
主
体

　
の
意
図
の
公
的
な
集
約
と
し
て
の
法
案
、
そ
し
て
成
文
化
さ
れ
た
制
定
法
や
関
連

　
法
規
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
制
構
造
の
規
剃
の
論
証
で
あ
る
。
た
と
え
、
後
述

　
す
る
法
務
官
自
身
へ
の
法
制
構
造
の
規
制
の
存
在
を
掛
酌
し
た
上
で
、
法
務
官
の

　
文
言
修
正
上
の
恣
意
性
を
想
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
法
制
構
造
へ

　
法
務
宮
の
意
図
が
反
映
さ
れ
る
…
形
態
で
あ
っ
て
、
多
様
な
意
図
の
複
合
体
と
し

　
て
現
出
す
る
法
制
構
造
自
体
の
規
制
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
本
稿
の
論
旨
を
妨
げ

　
る
も
の
で
は
な
い
。

⑳
男
O
。
。
ω
＼
N
謹
刈
＼
卜
。
α
伊

③
　
一
八
四
四
年
二
月
｝
二
日
の
答
申
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
ヘ
ラ
ル
ド
号

　
国
Φ
鑓
乙
の
艦
長
ナ
イ
ア
ス
2
冨
ω
が
ナ
ッ
シ
ュ
ニ
Q
鴇
の
所
有
す
る
ボ
ー
ト
を
寧

　
捕
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
が
支
払
っ
た
賠
償
金
を
ナ
イ
ア
ス
に
支
払
わ
せ
る

　
こ
と
が
出
来
る
か
と
の
諮
問
に
対
し
、
ナ
イ
ア
ス
の
行
動
は
不
当
で
あ
っ
て
賠
償

　
責
任
が
あ
る
と
の
答
申
が
な
さ
れ
た
（
男
（
）
Q
o
ω
＼
ト
り
b
⊃
蒔
刈
＼
ω
ω
α
一
0
）
。
こ
の
事
例
を
見

　
れ
ば
、
申
国
現
地
の
イ
ギ
リ
ス
役
人
は
法
的
根
拠
の
な
い
行
動
を
し
た
場
合
に
、

　
香
港
高
裁
の
み
な
ら
ず
、
本
国
政
府
か
ら
も
貴
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た

　
こ
と
が
分
か
る
。

⑫
　
五
港
通
商
章
程
第
＝
二
条
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
申
国
人
の
双
方
が
関
係
す
る

　
民
事
の
争
い
の
際
に
は
、
中
国
人
に
よ
る
領
事
を
介
し
た
イ
ギ
リ
ス
管
轄
権
の
利

　
矯
や
、
中
国
人
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
管
轄
権
の
行
使
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
規
定

　
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
条
約
の
中
に
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
管
轄
権
が
中
国
入
に
適

　
用
さ
れ
る
可
能
性
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
領
事
が

　
管
轄
権
を
行
使
す
る
対
象
は
、
現
地
中
国
人
を
も
含
む
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え

　
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
管
轄
権
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
隈
定
さ
れ

　
な
い
任
地
社
会
で
の
対
象
拡
大
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑬
　
閃
O
Q
。
ω
＼
b
の
ト
⊃
蒔
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＼
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。
心
㎝
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Φ
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㎝
為
’
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男
○
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ω
＼
b
⊃
卜
。
亟
○
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＼
ω
ω
ρ
ω
命
1
ω
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⑳
閃
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＼
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心
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。
＼
ω
O
マ
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⑳
閃
○
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。
ω
＼
卜
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卜
∂
心
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＼
。
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。
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守
刈
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⑰
　
閃
O
G
。
ω
＼
卜
。
濾
Q
。
＼
ω
⑩
甲
ω
．

⑱
　
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
企
業
に
雇
用
さ
れ
た
中
国
人
の
清
朝
へ
の
引
き
渡
し
捲
否

　
（
閃
○
O
Q
g
Q
＼
卜
⊃
卜
。
偽
O
o
＼
一
〇
Q
卜
。
…
ω
）
、
慶
門
か
ら
キ
ュ
ー
バ
へ
の
苦
力
貿
易
に
従
事
す
る
イ

　
ギ
リ
ス
船
へ
の
船
舶
書
類
返
還
の
拒
否
を
、
当
該
船
舶
が
イ
ギ
リ
ス
の
法
に
も
条

　
約
の
規
定
に
も
違
反
し
て
い
な
い
と
し
て
否
認
し
た
事
例
（
悔
O
Q
。
ω
＼
b
。
卜
。
癖
。
。
＼
○
。
？

　
8
）
、
五
港
の
あ
る
港
か
ら
他
の
港
に
無
課
税
で
中
国
産
品
を
輸
入
す
る
こ
と
を

　
条
約
の
規
定
の
欠
如
を
理
由
に
否
認
し
た
事
例
（
閃
O
Q
Q
ω
＼
卜
◎
b
り
鼻
Q
o
＼
一
ω
O
I
目
）
等
を
参

　
照
。
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悶
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Q
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＼
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§
題
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導
帖
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謹
ミ
嶺
き
G
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鳩
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⑭
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ω
＼
卜
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N
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轟
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駆
ド
特
に
法
務
官
報
告
に
論
及
が
あ
る
議
論
と
し
て
、

建
議
画
鑑
げ
ぎ
ミ
§
N
§
言
遷
b
鳴
貯
討
勲
貯
三
a
ω
①
艮
Φ
ρ
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H
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濠
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O
や
ω
ω
甲
刈
を

参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
課
題
は
、
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
法
制
の
外
部
展
開
と
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
の
考
察

に
よ
っ
て
、
「
非
公
式
帝
国
」
あ
る
い
は
「
西
洋
の
衝
撃
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
申
国
で
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
よ
る
政
治
権
力
行
使
の
実
態
に

迫
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
を
基
に
再
考
し
よ
う
。

　
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
関
係
に
お
い
て
は
、
主
権
国
家
の
擬
制
を
与
え
ら
れ
た
清
朝
と
条
約
を
締
結
し
て
国
際
法
上
の
関
係

を
結
ん
だ
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
法
制
が
帝
国
外
に
展
開
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
非
公
式
帝
国
」
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
権

力
は
、
外
交
経
路
と
帝
国
外
部
に
お
け
る
内
政
経
路
の
両
面
か
ら
複
合
的
に
行
使
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
外
部
展
開
し
た
帝
国
法
制
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
策
立
案
者
・
役
人
の
認
識
・
行
動
を
法
制
構
造
に
準
拠
さ
せ
よ
う
と
す
る

規
定
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
は
清
朝
に
対
し
て
主
権
国
家
の
擬
制
に
沿
っ
た
形
で
の
行
動
を
要
請
し
た
。
よ
っ
て
、
南

京
条
約
締
結
は
、
近
代
国
際
関
係
が
東
ア
ジ
ア
で
形
成
さ
れ
て
い
く
中
で
、
恒
常
的
に
そ
の
関
係
を
要
求
す
る
シ
ス
テ
ム
の
起
点
に
な
っ
た
と

い
う
意
味
で
画
期
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
西
洋
の
衝
撃
」
の
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
運
用
面
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
対
中
通
商
シ
ス
テ
ム
は
、
外
部
展
開
し
た
帝
国
法
制
を
中
心
に
、

運
用
・
起
動
す
る
諸
主
体
の
行
動
を
規
定
・
回
収
し
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
あ
る
い
は
中
国
現
地
と
い
っ
た
地
理
的
限
界
を
越
え
て
帝
国
と
し
て
の

権
力
を
発
揮
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
規
定
と
裁
量
の
狭
間
で
、
帝
国
の
権
威
を
帯
び
た
主
体
は
自
ら
の
貴
務

を
意
識
し
つ
つ
、
多
様
な
問
題
に
対
し
て
臨
機
応
変
な
対
応
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
シ
ス
テ
ム
拡
大
・
変
化
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
敷
寄
し
て
雷
え
ば
、
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
、
地
理
的
に
も
時
系
列
的
に
も
、
広
い
射
程
を



持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ギ
ャ
ラ
ハ
ー
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
一
九
五
三
年
の
論
文
で
、
「
非
公
式
帝
国
」
が
条
約
を
活
用
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
①

を
強
調
し
た
。
ま
た
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
に
も
イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
、
彼
が
「
条
約
に
よ
る
帝
国
」
と
表
現
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
う
に
、
条
約
を
活
用
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
公
式
帝
国
史
家
の
バ
ロ
ー
ズ
℃
．
ゆ
郁
霞
o
g
α
q
冨
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
保
護
領
の
起
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
し
て
、
領
外
管
轄
権
法
や
帝
国
領
外
で
の
司
法
権
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ

地
域
を
中
心
に
、
所
謂
「
非
公
式
帝
国
」
で
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
政
治
権
力
が
行
使
さ
れ
る
基
盤
と
し
て
、
こ
の
政
策
・
制
度
・
行
政
の
複
合
的

政
治
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
た
と
考
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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An　External　Foundation　of　the　lmperial　Legal　lnstitution：

　　The　Construction　of　the　British　Commercial　System

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　China，　1842－60

by

NISHIYAMA　Tal〈aki

　　This　article　describes　the　British　commercial　system　in　China，　which

consisted　of　the　imperial　legal　aRd　institutional　structure　related　to　com－

merce　and　dipiomacy，　and　that　iater　became　the　foundation　of　the　East

Asian　internationaJ　relations，　durjng　the　period　of　1842　to　1860．　This　article

also　sheds　light　on　the　function　of　this　system，　which　influenced　the　develop－

ment　of　East　Asian　international　relatioRs．

　　Kitherto，　in　the　study　of　British　imperial　history，　Anglo－Chinese　relations

in　this　period　have　been　regarded　as　an　exceptional　case　of　the　British

‘informa｝　empire’　in　which，　according　to　Gallagher　and　Robinson’s　argument，

the　British　Empire　exerclsed　political　influence　on　the　Chinese　government

through　the　Anglo－Chinese　treaties．　The　assumption　that　British　economic

power　was　superior　to　that　of　dependent　countries　is　a　necessary　premise

for　the　application　of　the　‘informal　empire’　concept．　But，　at　least　iR　mid－

Rineteenth　century，　such　British　economic　power　can　hardly　be　found　in

China．　British　commercial　activities　were　limited　in　quantity　and　iB　scope　to

five　‘treaty　ports’．　Nevertheless，　it　is　generally　accepted　that　China　was　an

exceptioRal　case　of　the　British　‘informal　empire，’　while　the　legal　institutions

of　the　British　Empire，　which　caB　rather　be　categorised　into　the　‘formal

empire，’　have　been　disregarded．

　　On　the　other　hand，　a　revisionist　approach　has　recently　held　aR　important

place　in　Chinese　modern　history．　Almost　60　years　ago，　the　famous　historian

of　modern　China，　J．　K．　Fairbank，　estabiished　a　ciassical　framework　for　the

analysis　of　Chinese　foreign　relations．　He　argued　that　Chinese　foreign

re｝ations　before　the　Opium　War　had　been　maintained　according　to　the

Chinese　traditional　order．　And，　he　argued　that　after　the　war　reiatioRs　shlfted

gradually　into　the　modern　international　relations．

　　The　Fairbankian　interpretation　was　transformed　into　the　term　‘Western
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impact’　by　his　critics．　Following　Paul　Cohen’s　‘China－centred　approach；　the

theory　of　‘Western　impact’　was　criticised　by　scholars，　especially　Japanese

and　American，　in　Chinese　modern　history　who　emphasised　the　continuity　of

the　Chinese　indigenous　‘world’　order．　They　problematised　the　transformation

from　Chinese　traditional　order　to　modern　internationa｝　re｝ations　and　argued

that　the　Chlnese　traditional　order　encompassed　Euro－American　countries．

　　The　erux　of　this　debate　is　tke　evaluation　of　the　extent　of　the　Euro－

AmericaR　infiuence　in　China．　To　overcome　this　impasse，　recent　studies　have

dealt　with　the　interaction　between　Euro－American　countries　and　China．　A｝一

though　this　newly　established　approach　emphasising　the　linkage　has　pro－

duced　ma町studies，　the　problem　of　the　reconsideration　of‘Western　impact’

itself　remains．　ln　Chinese　modern　history，　‘Western　impact’　has　been　evalu－

ated　as　an　external　factor．　But，　these　studies　have　not　recoRsidered　the

internal　structure　of　‘Western　impact’　itself，　which　decisively　affected　the

later　historical　development　of　East　Asian　international　relations．　‘Western

impact’　was，　primarily，　the　impact　of　the　British　commercial　system，　which

consisted　of　the　imperial　legal　institution　of　the　British　Empire　and　became

the　foundation　of　contemporary　East－Asian　international　system．　Withoutthis

perspective，　it　is　impossible　to　fully　understand　the　influence　of　Euro－

American　couRtries．

　　The　author　aims　to　recoRsider　internationa｝　relations　after　the　Anglo－

Chinese　treaties　from　the　viewpoint　that　the　legai　institutions　of　the　British

Empire，　which　were　connected　with　the　treaties，　were　fottnded　in　China．　ln

this　article，　the　author　reveals　that　systematic　participation　of　the　British

Empire　in　Anglo－Chinese　commercial　relations　was　accomplished　through

internationa｝　and　domestic　legal　institutions．　Conversely，　this　fact　problemat－

ises　the　conventional　conception　of　British　imperial　history　by　deconstruct－

ing　the　dichotomy　between　‘forma｝　empire’　and　‘lnformal　empire．’　Subse－

quently，　the　author　reconsiders　the　political　aspect　of　imperial　power．　The

author　clarify　in　particular　that　the　imperial　legai　institution，　which　regu－

lated　British　commercial　activities　in　the　so－called　‘informal　empire’　in　China，

conditioned　the　political　infiuence　of　the　British　Empire．

　　This　article　caR　be　divided　into　three　sections．　ln　the　first　section，　two

statutes　are　investigated．　These　are　the　China　lntercourse　Act　of　1843　［CIA］

and　the　Foreign　Jurisdiction　Act　of　1843　［FJA］．　The　CIA　and　FJA　eRabled

the　British　government　to　deploy　the　legal　institutions　externally　in　China．

The　author　demoRstrates　that　the　CIA　represented　the　legislative　aspect　of

the　imperial　legal　institution　and　the　FJA　the　administrative　one．
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　　In　the　second　section，　the　commercial　institutions　established　in　China　are

analysed．　A　consideration　of　the　method　of　instituting　regulations　and　exe－

cuting　them　shows　that　the　consuls　in　‘treaty　ports’　faced　a　dilemma　that

iRclined　the　consuls　to　depend　on　the　allthorjty　of　the　legal　structure．

　　Finally，　the　author　proves　the　diachroRic　transformation　of　the　British

commercial　system　and　its　synchronic　constraints．　With　an　account　of　a

decisive　incident　and　quantitative　and　qualitative　analysis　of　the　reports　of

the　legal　authorities，　the　author　clearly　illustrates　the　strength　and　flexibility

of　the　system．

　　In　conclusion，　the　British　commercial　system　arises　through　a　deconstruc－

tion　of　two　dichotomies．　The　author　thus　reveals　that　neither　the　concept　of

‘Western　impact’　nor　that　of　‘informal　empire’　is　sufficient　to　explain　the

genuine　impact　of　the　system．　ln　the　analysis　of　the　East　Asian　lnternational

relations　afeer　mid－niReteenth，　the　existence　of　the　interRationa｝　political

system　that　was　constructed　by　the　British　Empire　shou｝d　be　1〈ept　in　mind．
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